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平成２９年勝浦町マラソン議会（若あゆ会議）会議録第３日目 

 

１ 招集年月日 平成29年７月27日 

１ 招 集 場 所      勝浦町議会議場 

１ 開閉日時及び宣告 

   開 議 ７月27日 午後１時06分   議 長  篰   公 一 

   散 会 ７月27日 午後４時33分   議 長  篰   公 一 

１ 出席及び欠席議員 

  ○出席議員（10名）        

       １番  仙 才   守       ２番  松 下 一 一 

       ３番  美 馬 友 子       ４番  麻 植 秀 樹 

       ５番  松 田 貴 志       ６番  篰   公 一 

       ７番  国 清 一 治       ８番  森 本   守 

       ９番  井 出 美智子       10番  大 西 一 司 

  ○欠席議員（０名） 

１ 地方自治法第121条第１項により説明のために出席した者の職及び氏名 

   町    長  中 田 丑五郎     副  町  長  藪 下 武 史 

   教  育  長  椎 野 和 幸     企画総務課長  山 田   徹 

   税 務 課 長  久 木 喜 仁     福 祉 課 長  岡 本 重 男 

   産業交流課長  海 川 好 史     建 設 課 長  柳 澤 裕 之 

   教育委員会事務局長  笹 山 芳 宏             笠 木 義 弘 

   出 納 室 長  後 藤 信 之     地方創生推進室長  石 木 正 昭 

１ 職務のため出席した者の職氏名 

   事 務 局 長  河 野 稔 彦 

１ 議事日程（第３号）        

        開議宣言 

   日程第１ 諸般の報告 

   日程第２ 町政に対する一般質問 

１ 本日の会議に付した事件 

勝 浦 病 院 
事 務 局 長 



- 132 - 

   日程第１から日程第２まで（第３号） 

１ 会議の経過 

   別紙のとおり 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 
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            午後１時06分 開議 

○議長（篰 公一君） それでは，ただいまより会議を開きます。 

 本日の議事日程は，お手元に配付のとおりでございます。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（篰 公一君） 日程第１，諸般の報告を議題とします。 

 法第121条第１項の規定により，説明者として出席を求めたのは中田町長，藪下副

町長，椎野教育長，山田企画総務課長ほか関係課長でございます。 

 なお，質問対応のため石木地方創生推進室長が出席しております。 

 以上で諸般の報告を終わります。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（篰 公一君） 日程第２，町政に対する一般質問を行います。 

 通告表の順序に従って発言を許可します。 

 ８番森本守君の一般質問を許可します。 

 森本守君。 

○８番（森本 守君） 議長の許可を得ましたので，平成29年若あゆ会議，８番議員

の森本守の質問をさせていただきます。 

 まず初めに，きょう朝から，消防団を初め，関係者の皆さん，大変ご苦労さまでご

ざいました。 

 今回は，身近な問題を６つ質問させていただきます。 

 まず初めに，専門学校の進入路の管理についてでございます。 

 オープンキャンパス等で多くの県内外からの人が来ます。県道部分では，スクール

バスが中央車線をまたがなければ通れない状態になっています。雨の日は，傘に竹の

笹などがつかえるような状態になっています。早急な対応をしていただきたいと思

い，質問いたします。 

 建設課長，よろしくお願いします。 

○議長（篰 公一君） 柳澤建設課長。 

○建設課長（柳澤裕之君） 議員おっしゃる場所は，町道の中山から新浜勝浦線に流

れ出る道の部分でございまして，その道につきましては，13年４月１日に県道から町

道に払い下げを受けた町道でございます。現場は，確認しますと，山川の民地ののり
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面から竹木，いわゆる竹とか木が，町道とか，それから接する県道の一部にかかって

おります。それで，頭の高い車が通行に支障を来しておるようです。それで，竹木が

生えている土地所有者と今協議しながら，対応を考えてみたいなというふうに思って

おります。 

 以上です。 

○議長（篰 公一君） 森本議員。 

○８番（森本 守君） 県道部分は，県のほうにしてもらうのであれば，早急に対応

していただきたいと思います。 

 それから，上に上がる進入路でございますが，地籍調査で調べたところ，岸の擁壁

は町の所有となっております。そのブロック積みの擁壁にいっぱい草が生えかけて，

目地のところなんかは，カヤの玉とかイタズリのクラがだんだん大きくなっておりま

す。放置しておきますと，草や木の力はすごいもので，コンクリーも皆割ってしまう

ということで，１回これを取りのけておいたほうがええのでないかと思いますが。 

 また，畔側には，桜が植えてあります。この桜も，スクールバスにつかえるように

なっております。出役でするのも何ですけども，やはり高いところでありますので，

ちょっと安全上問題があると思いますので，早急な対応をお願いしたいと思います。 

○議長（篰 公一君） 柳澤建設課長。 

○建設課長（柳澤裕之君） 議員おっしゃる場所は，専門学校に上がる中山平線とい

うことで，県外の方々が専門学校を見に来たりいろいろするに，ちょっと見苦しいん

でないかとか，それから壁が危なないかということでご指摘がございます。桜の木も

どんなかなということですが，現場確認しますと，町道の機能として，擁壁に与えと

う影響ちゅうんは，目視では今のところどうこうないなというとこでございます。で

すから，構造上はまず問題ないなと思うし，車が走っりよっても，見通しに影響はな

いかなということではございます。 

 それで，私どもといたしましては，草刈り業務をしている方がございますので，道

路作業の際に，できる範囲で除草するというふうなことを検討したいなと考えており

ます。 

 桜につきましては，土地が官地であっても，やはり植えとう方がおったりしますん

で，その人とも相談しなければならないんですけども，所有者ちゅうか，植えた方が
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ちょっとわかりにくい場合が多々ありますんで，またそのあたりは，区とか，それか

らその周辺の関係者と協議しながら，支障があれば伐採とかというふうなことにした

いなと考えております。 

 以上です。 

○議長（篰 公一君） 森本議員。 

○８番（森本 守君） 桜については，所有者というんがわかりにくいというような

ことでありますが，通行の妨げになるというのであれば，やはり切らせてもらうより

ほかはないと思います。 

 次に参ります。 

 福祉センターの耐震改修についてであります。 

 垂れ幕はなぜなくしたのかということで質問していきます。 

 企画総務課長にお尋ねいたします。 

 垂れ幕の種類，いつから設置されていたのか，そのことについて答弁をお願いいた

します。 

○議長（篰 公一君） 山田企画総務課長。 

○企画総務課長（山田 徹君） ご質問にお答えをいたします。 

 垂れ幕の種類でございますが，福祉センターに設置されておりました垂れ幕につき

ましては，３種類ございます。１つは，非核平和宣言の町という分の垂れ幕，それと

人権を守ってできる心の和というふうな垂れ幕，最後もう一点が，活力でつくる豊か

な我が郷土というふうな垂れ幕でございます。 

 いつからというふうなことでございますが，ここらの定かなものというのはちょっ

とはっきりしませんけれども，非核平和宣言の町につきましては，昭和57年に本町議

会で非核平和の町の宣言を決議したころに設置されたものかと考えております。ほか

の分については，詳しい期間というのは，ちょっと把握できないということで，申し

わけございません。 

○議長（篰 公一君） 森本議員。 

○８番（森本 守君） 非核平和の垂れ幕については，昭和57年と答弁がありまし

た。私の記憶では，桜木町長の時代というぐらいの記憶かないんですが，その当時に

つけたと思います。 
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 私が議員になった８年ほど前には，勝浦町で６人の被爆者が住んでいると聞いてお

りました。現在，何人住んでおられるのか，わかればお伺いいたします。 

○議長（篰 公一君） 岡本福祉課長。 

○福祉課長（岡本重男君） ご答弁申し上げます。 

 現在，町内の被爆者健康手帳をお持ちの方は４名となっております。 

 厚生労働省のほうの考え方で言いますと，被爆者というのが，被爆者健康手帳をお

持ちの方というような定義がございますので，その定義に基づきまして，手帳をお持

ちの方が４名ということで答弁をさせていただきます。 

○議長（篰 公一君） 森本議員。 

○８番（森本 守君） 今４名というご答弁をいただきました。その人たちも，かな

り高齢であろうかと思います。 

 町長にお尋ねいたします。 

 町長は，原水爆禁止広島大会に参加されたと聞いております。私も，８年ほど前に

長崎の大会に，ことし亡くなったジンノヨシアキさんという方に誘われて，現地に行

く機会がありました。現地に着くなり，あした発表してもらうぞと言われて，びっく

りしました。内容は，署名が人口比率で日本一だということで発表せえということで

ありました。当時の総務課長が各職員に回ってたくさんいただき，また婦人会長が会

員からたくさんの署名をいただいて，達成できたと思っております。そして，会場が

10カ所ほどあるんですけども，第１会場というところで，世界から700人ほどの集ま

りの会場で，私が発表させていただきました。ことしは，ニューヨークの国連本部に

おいて，人類史上初めて核兵器を違法化する核兵器禁止条約が，この７月７日国連会

議で採択されました。国連加盟国193カ国中，124カ国が参加し，122カ国の賛成で採

決されました。世界で唯一戦争被爆国である日本政府は，国連会議に参加せず，署名

もしていません。このような状況から，最近話題の安倍総理のご意向とか，私がかわ

りに言うとかというようなことはなかったのかどうか，それとも町長の政治姿勢が当

初から変わってきたのか，お伺いいたします。 

○議長（篰 公一君） 中田町長。 

○町長（中田丑五郎君） 皆さん，こんにちは。 

 ご質問にご答弁をいたします。 
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 私が出席したのは，何年前かは記憶が定かでないところがございます。安倍総理と

か，そういう政治的なことは考えておりません。地方公共団体の一員として参加要請

もございましたので，加盟をして，出席をさせていただいたところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（篰 公一君） ちょっと小休，確認。 

            午後１時21分 休憩 

            午後１時21分 再開 

○議長（篰 公一君） 再開します。 

 中田町長。 

○町長（中田丑五郎君） 先ほどの発言，私のほうの趣旨の勘違いでございまして，

決してそうしたものでございませんで，あくまでも，これは耐震補強の関係で，強度

の関係もございまして，なくしたということでございます。 

 以上でございます。 

○議長（篰 公一君） 森本議員。 

○８番（森本 守君） この平和宣言の垂れ幕は，議会の決議によってつけられたと

聞いております。ただ単に，好きな者がつけたあるものではありません。ですから，

やめるのであるのならば，議会に相談すべきと思います。 

 ことしは，飯泉徳島県知事が，初めてペナントに署名をされました。そして，８月

１日から10日までの間，原爆展開催のために県庁のロビーを提供していただけること

になりました。 

 福祉，人権，平和を基本に勝浦町をＰＲをするために，垂れ幕の復旧はぜひともし

ていただきたいと思います。 

○議長（篰 公一君） 中田町長。 

○町長（中田丑五郎君） 非核平和宣言の町は，先ほど課長のほうからもございまし

たように，昭和57年に議会の議決を行っておりまして，この宣言につきましては，今

後とも引き継いでいく必要があるということでございまして，周知広報の必要性はあ

るというふうに私自身も思っております。 

 現在，福祉センターの構造上の以前とは同じように垂れ幕を設置することは難しい

と考えるところもございます。必要性は十分認識をいたしておりますので，今後とも
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周知広報の方法などにつきましては検討し，進めてまいりたいと考えておりますの

で，ご了承いただきたいと思っております。 

 以上でございます。 

○議長（篰 公一君） 森本議員。 

○８番（森本 守君） ぜひとも復旧をさせていただきたいと思います。 

 次に参ります。 

 鳥獣害対策についてお伺いいたします。 

 鳥獣害対策と言ってもいろいろありまして，鉄砲とか，わなとか，ネット，それか

ら爆竹などがあるようです。危険度が高い鉄砲やわなは，免許，また講習，教育がさ

れています。爆竹等のような音での鳥獣害対策については，免許とか講習のようなも

のがあるのかどうか，お伺いいたします。 

○議長（篰 公一君） 海川産業交流課長。 

○産業交流課長（海川好史君） 鳥獣被害防止に爆音器についてのご質問であろうと

いうふうに思います。 

 爆音器をスズメのおどし等，鳥を中心に爆音器を鳴らすことによって農作物の被害

防止に使っておられる方がおいでるということでありまして，爆音器の騒音について

は騒音規制法には該当しないために，基本的には規制ができないっていうことになり

ますが，県が作成しておりますスズメおどし爆音器使用のしおりによりまして，爆音

器の使用上の注意事項を取りまとめておりますので，しおりを活用いたしまして，爆

音器設置者へ周知をいたしまして，協力を求めたいというふうに考えております。 

○議長（篰 公一君） 森本議員。 

○８番（森本 守君） 私の住んでいる中山地区では，本当に中山という山の中であ

りまして，静かなところでありました。ところが，関西空港ができてから，夜昼なし

に飛行機の音が聞こえます。その上に，３カ月ほど前から，７分か10分置きに，鉄砲

より大きい音が鳴っております。前にも，クリ等が熟れるころには，短期間ではあり

ましたが，そういう爆音器の音がしておりました。しかし，今回は，今取るものなん

てないのに，３カ月もずっと鳴っております。やはり，夜中になりますと，寝ようと

思ったら鳴り，寝ようと思ったりして，なかなか寝つけんときがあります。睡眠不足

から，病気や事故の心配があるので，よい対策をとっていただきたいと思います。 
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○議長（篰 公一君） 海川産業交流課長。 

○産業交流課長（海川好史君） 先ほど申し上げました爆音器使用のしおりの内容に

ついてちょっと説明させていただきますが，騒音によりまして，近くの住民の生活環

境を損なうおそれがあるという場合につきまして，できるだけ使用を控えていただく

よう指導もいたしますし，やむなく爆音器を使用する場合については，次の注意点に

注意していただくという内容になってございまして，注意点を申し上げますと，でき

るだけ住宅地から離し，住宅からの距離が200メートル未満のところでは使用しな

い。２点目といたしまして，筒先を住宅に向けない。３点目といたしまして，午後７

時から午前７時までの間は使用しない。４点目で，爆音間隔はできるだけ長くする。

５点目として，音をできるだけ小さくするというような注意書きがございますので，

この旨を説明して，協力を求めたいというふうに考えております。 

○議長（篰 公一君） 森本議員。 

○８番（森本 守君） 何とか対策をとっていただきたいと思います。 

 ただ，今１軒だからええもんの，これが３軒も４軒もがやられたら，まともに応え

てきますので，そういうことにやはり注意を払っていただきたい。 

 次に，農業とミツバチについて質問させていただきます。 

 草や木にとって，ミツバチの受粉は大切な関係にあります。農作物の中でも，キー

ウィフルーツのように風で受粉しないものは，蜂による交配がなければ，なかなか大

きく，おいしい果実がとれません。養蜂家に聞いてみましたところ，みかんの蜜をと

るために蜂を仕入れているが，ことしは思っただけ蜂が仕入れできない，その上に，

みかんの後，花が終わっても，ほかに咲く花が少なく，蜂を飼うことができない，ま

た農薬や除草剤によって，またダニや病気，天敵によって，蜂の生存さえままならな

いそうである。何かこれによる対策はできないか，質問いたします。 

○議長（篰 公一君） 海川産業交流課長。 

○産業交流課長（海川好史君） ミツバチが少なくなった，まず原因についてですけ

れども，地球温暖化によりますダニの繁殖とか，農薬被害，特に夏の水稲カメムシ防

除を目的としたネオニコチノイド系農薬，つまり殺虫剤の影響が大きいのではないか

っていうふうに言われております。 

 また，交配用のミツバチの利用，作物の拡大，議員おっしゃられておりましたよう
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に，キーウィー等，野菜等について交配用のミツバチとして利用しておるということ

など，国産蜂蜜の需要がふえておるといったようなことによりまして，ミツバチが少

ないっていうような原因になっておるというところでございます。 

 まず，そのあたりの対策といたしまして，一番大きい原因が，先ほど申し上げまし

た殺虫剤の影響がミツバチに一番影響を与えておるといった現状の中で，農薬使用者

と養蜂家の間の情報共有として，養蜂家につきましては巣箱の設置場所と，農薬使用

者につきましては散布情報を共有いたしまして，情報共有によって被害を防いでいく

といったことや，巣箱の設置場所の工夫といたしましては，水田の周辺には設置しな

いなど，別の場所に退避させるなどが考えられるというところでございます。 

 また，３点目といたしましては，農薬使用時の工夫といたしまして，ミツバチの活

動が盛んな時間帯には農薬散布を避ける等による対策が必要でないのかなというふう

に考えております。 

 以上です。 

○議長（篰 公一君） 森本議員。 

○８番（森本 守君） 農薬によるミツバチの減少ということで，７月３日の徳島新

聞にも掲載されておりました。農地に補助をもらうために除草剤をかける。今，そう

いうことが農家の間で起こっております。私は，これは間違っていると思います。除

草剤で地肌がむき出しになると，太陽の光により，地中にある炭素がガス化して空気

中に出ていきます。これは，地球温暖化になるもととなっております。そして，炭素

がなくなると，土地は痩せてしまい，炭素比率が悪くなると，病気にかかりよくなっ

て，また農薬をしなければいけないということになります。 

 大規模に農業をする場合は，農薬を使わなければできないのはわかっております。

しかし，勝浦町の農業では，そんな大規模にする農地がありません。北海道へ行く

と，家族働ける人が３人おったら，30町はせなんだらという，これが当たり前の通り

相場になっておるようです。広い広い大地のところでするには，そうしたらいいと思

いますが，勝浦町は，大規模にできないのだから，小規模でできる農業をやっていく

べきだと思います。 

 国連では，フードマイレージから見ても，地産地消を進めるという方向であるよう

です。そこで，私，ひとつ考えてみました。除草剤のかわりに，蜜のたくさん取れる
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小柄な花をいっぱい植えて農地を守れば，養蜂家にも農業にもよし，また景観がよけ

れば観光もできると，そういう農法をするべきと思うのですが，その点についてどう

でしょうか。 

○議長（篰 公一君） 海川産業交流課長。 

○産業交流課長（海川好史君） 農業の仕方っていうことでございますけれども，一

般的に，前回の質問のときにもお答えはさせていただいたかとは思うんですけれど

も，慣行農法っていうところで，やっぱり今勝浦町の農業につきましては，農薬を使

用することによった農業経営っていうものが成り立っておるといった一方で，有機栽

培やら無農薬栽培といった，農薬を減らしていった，減農薬をしていった形での農業

の栽培方法っていうものも現実としてございます。そこらにつきましては，やはりエ

リア，今現在みかんに例えますと，みかん栽培につきましては，ほとんどが慣行農法

によりまして，農薬を使ったような形での栽培となっておりますし，葉物野菜といっ

た野菜類につきまして，有機栽培という形を栽培されている農家の方もおりますし，

やはりある程度のエリアを決めた形で減農薬有機栽培，そのあたりの栽培方法につい

てを進めていく方向で考えられたらというふうに考えております。 

○議長（篰 公一君） 森本議員。 

○８番（森本 守君） なかなかこの考えは難しいようでありますが，やはりみんな

が生きていくためには，みんながよくするためには，頑張ってその方向で進めたがい

いのではないかと思います。 

 次に参ります。 

 手足口病についてお伺いいたします。 

 私の知人で小松島に住んでいる人，子供が保育所で感染し，家でお父さんが移され

ました。40度近い熱が出て，大変だったと聞いております。今は安定しておるようで

ありますが，この病気，子供だけでなしに，大人にも移るということであります。何

か対策はあるのですか，お伺いいたします。 

○議長（篰 公一君） 岡本福祉課長。 

○福祉課長（岡本重男君） 手足口病でございますが，主に夏の６月から８月に流行

いたします。 

 手足口病の感染状況でございますが，西日本で全国的に流行を現在しておりまし
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て，周辺の香川県，高知県，愛媛県は，県平均でも警報レベルを超えておりまして，

徳島県におきましても，一部の保健所で警報レベルを超えておる状況であります。 

 それで，まだ７月の下旬でございますので，徳島県にさらに感染がふえて，警報レ

ベルが出る可能性があるということで，広がるという可能性は今後考えられると思い

ます。 

 それから，この病気のことでございますが，５歳以下の子供が主に感染しやすいも

のとなっております。抵抗力や免疫力の落ちた大人も感染する場合があるとされてお

ります。症状は，感染して３日から５日後に，主には38度以下の発熱，口の中，手の

ひら，足底，足の背などに水疱性発疹が出ます。しかし，まれに髄膜炎，脳炎，神経

炎などの症状が出ることがございます。感染経路としましては，飛沫感染，接触感

染，ふん口感染になっております。予防としましては，有効なワクチンはございませ

ん。また，発病予防の薬もございません。患者は，治った後も，比較的長い期間に便

などからウイルスを排せつされることがあります。患者の触れるドアノブ，手すり，

便座，玩具などは，除菌，消毒を行い，清潔を保つようにいたします。特に，おむつ

交換やトイレの後の手洗いを行い，ハンドタオルの共有をしないなどを行うというこ

とを厚生労働省のほうの感染症のホームページで記載されております。 

 以上，答弁とさせていただきます。 

○議長（篰 公一君） 森本議員。 

○８番（森本 守君） これといった特効薬もないということで，手足，それからう

がい等でとめていくということでございます。どうか，勝浦町に入ってこないように

願いたいところです。 

 次に参ります。 

 病気と医師と薬についてということで質問していきます。 

 薬を５種類以上服用している人は，薬による害が問題となっているという記事を見

ました。これに対する対策はあるのですか，お伺いいたします。 

○議長（篰 公一君） 笠木病院事務局長。 

○勝浦病院事務局長（笠木義弘君） 薬を５種類以上服用している人は，薬による害

が問題になっているが，その対策はあるのかという質問かと思います。 

 まず，勝浦病院では，医師，看護師，薬剤師などが薬事委員会を定期的に開催して
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情報共有をすることにより，適切な薬剤の処方について心がけております。今後も，

減薬をしたいとは考えておりますけれども，減薬ありきではなく，患者様に適した処

方を心がけたいと考えております。 

 また，多剤投与の話ですけれども，勝浦病院で多剤投与の例を見てみますと，１人

の患者様に対して，脂質異常症，また高血圧，糖尿病，これらの症状を持たれている

患者さんが多くて，それらの治療薬が処方されている例が多ございます。これで多剤

投与となっている例が多いんですけれども，どの薬剤に関しても，その患者様に対し

ては必要なものでありまして，不適切でないというふうに考えております。 

 以上でございます。 

○議長（篰 公一君） 森本議員。 

○８番（森本 守君） 私ごとでございますが，２月のひな祭りに行って，風邪をも

らってきまして，せきがとまらなくて，ずっとせいていたところ，血圧の下のほうが

100を超えるようになりました。町立病院へ行って，薬をいただいて飲んでいたので

すが，効き目がない。それで，２回目に行って，薬の量を倍にしてもらっても，やは

り効き目がないということでおったところ，あるところで減塩を勧められまして，減

塩をしたら血圧が下がった人がおるから，これをやってみいへんかということで，１

日６グラム以下にせよということでありました。そしたら，どうしたかと申します

と，普通酢の物というのは，三杯酢といって，酢，しょうゆ，味醂かな，砂糖か，そ

の割合でございますが，しょうゆのかわりに酢を多くして，砂糖と酢だけ２倍ずつと

かという方法で塩分をゼロにして，酢の物をできるだけ食べるようにしております。

そうすることによって，10日間でほぼ正常に血圧が戻ってきました。ただ，酢を使う

方法によりますと，聞いてみるところによりますと，やめたら，もとになりますよと

いうことであります。一生酢の物を食べ続けなければいけないというふうなことでご

ざいますが，今のところずっとほぼ正常で保っております。 

 勝浦町立病院は，国民健康保険勝浦町立病院ということであります。やはりただの

病院だったら，薬は売るほど病院はよくなるのですが，健康保険組合のついておりま

すので，薬を売ることも大事なけれども，やはり一番大事なのは町民の健康でありま

す。そういうことから，町立病院の先生は，多忙な日々を送っておるようでございま

すが，これを一部でも生活指導のほうへ多く回すことができたら，先生の負担もある
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程度抑えることができるのではないか，また生活指導することによって，診療報酬も

それなりにあるということで，町民みんなが健康であることが一番でありますので，

医師任せにせず，ともに検討するようにしていただきたいと思いますが，いかがでし

ょうか。 

○議長（篰 公一君） 笠木病院事務局長。 

○勝浦病院事務局長（笠木義弘君） 議員さんのほうからご提案いただきました，食

事，生活指導などをしていったほうがいいんじゃないかというご提案だったかと思い

ます。 

 当然，先ほどありましたように，薬，ようけ飲んだらええっていうもんではないと

いうことだろうと思います。現場の医師が多剤併用の弊害につきまして問題意識を持

って処方していくということが，薬については大事なことでなかろうかと思います。 

 また，生活指導，食事指導につきましては，勝浦病院では主に糖尿病患者様を中心

に栄養士が栄養指導を行っております。また，医師のほうからも，特に先ほどありま

したような高血圧症の場合でございますと，減塩指導というのは当然やっていること

ではあります。それら栄養指導なんかにより症状が改善された患者様については，当

然減薬も可能となりますので，食事や生活の指導というのも非常に重要であることは

認識しております。今後とも，医師，また病院として，そういう指導には力を入れて

いきたいと考えております。 

 以上でございます。 

○議長（篰 公一君） 森本議員。 

○８番（森本 守君） １週間ほど前にも，テレビでお酢を使って若さや健康を維持

する話，それから体がやわらかくなった人，それからバレーとかスポーツでしておる

人の体のやわらかさを保つために酢を使いようとか，そういうような番組が１時間に

わたってありました。やはりお酢は健康の源であるのではないかと思います。私の友

人のお母さんは，うちのばあさんはしんどかったら酢飲みようわっていうて聞いてお

りました。本当に元気で，90歳超えても畑へ行っておりました。そんなことから，お

酢についての今後も私も研究していきたいと思います。 

 そういうことで，今回の質問を終わらせていただきます。ありがとうございまし

た。 
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○議長（篰 公一君） 以上で８番議員森本守君の一般質問は終了いたしました。 

 議事日程の都合により，休憩とします。 

            午後１時52分 休憩 

            午後２時05分 再開 

○議長（篰 公一君） 休憩前に引き続いて会議を開きます。 

 ４番麻植秀樹君の一般質問を許可します。 

 麻植秀樹君。 

○４番（麻植秀樹君） ただいま議長の許可をいただきましたので，４番議員，若あ

ゆ会議の一般質問をさせていただきます。 

 初めに，町の観光地ですね，それとリサイクル施設へのアクセスということで少し

お聞きをしていきたいと思います。 

 観光地と言いましてもいろいろあるんですけども，勝浦町としては交流人口を少し

でもふやさないかんなということで，道の駅，それからおひな様，桜祭り等，また活

性化協会も間もなくできるわけでありますが，そこに行くまでのプロセスといいます

か，私が最近少し渓流をちょっとのぞくのが趣味になりまして，立川渓谷へ何度か足

を踏み入れていたときのことではありますが，日曜日，平日もですけども，カメラを

持って何人もの方が立川にお越しになっています。ちょうど日曜日でして，渓流に入

るつもりではあったのですが，カメラを持って渓流の中にカメラで何かおさめている

人がありまして，話を聞いたわけです。どこから来たんですかということを聞きます

と，ほとんどの人が県外でした。車のナンバーを見ますと，香川ナンバーとか，香川

の方が多かったですけどね，それから神戸ナンバーとかありました。 

 話を聞いてみますと，ここってきれいなとこやなと，勝浦のこの立川ってきれいと

こやなと，皆さんおっしゃるんです，ええと。自分も沢には入っておるんですけど

も，そんなに気にはなってなかったんですけども，いろいろ話聞いてみますと，沢も

きれいと。それから，恐竜，２つ目の恐竜のあれもありまして，それもきにしてで勝

浦町にお越しいただいているんだと思うんです。そこでいろんな人と話ししてみます

と，ほんで，どうでと聞いたら，ええとこなんやけどなと，それは町でおったら，こ

んなええとこないなと，しかしながら，朝早く来てるそうで，道といえば細いし，狭

いし，くねっとんは仕方ないけども，上から石がいっぱい落ちてきてると。また，そ
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こへ持ってきて，時間帯によると，ダンプカーに会うんじゃと。私ら，町から来とる

けん，危のうてしゃあないんじゃけんど，きれなけん，いろんな人に声をかけて，来

たいなということで来よんでよということを聞きまして，ほやけんど，これではいか

んなと思うて，１つ目の質問をさせていただいておるんですけども，理事者の方で，

立川渓谷に足を，車で結構ですけども，ちょこちょこでも結構ですけれども，最近で

も結構ですけども，行かれた経験は，室長どうですか，ありますか。あるかないかだ

けで結構です。 

○議長（篰 公一君） 石木室長。 

○地方創生推進室長（石木正昭君） ちょっとしばらくは行けてませんが，私のほう

は，ランニングで行っておりましたので，ちょっと過去形になりますけど。 

 以上，答弁とさせていただきます。 

○４番（麻植秀樹君） ありがとうございました。 

 何でこうやって言うかと言うたら，まずは県外から来てくれてる人と話しても，ま

た自分が走ってみても，いかにも危ないんです。この道をどなんぞしとかなんだら，

せっかく交流人口をふやそうかと言いよるときに，県外から立川渓谷に来てくれた方

が，また帰りには，もうちょっと足延ばしてみたら，恐竜のあれもありますしね，帰

りには，また活性化センターにも寄ってくれるかもわからんし，道の駅へ寄ってくれ

るかもわからんし，よってネへ寄ってくれるのかもわからんし，また時期によった

ら，おひなさんに寄ってくれるかもわからんしという相乗効果があると思われるの

に，もったいないなと思いまして，ちょっと聞きたいなと思っております。 

 そこで，この道は今のままで十分やなと，安全ではないけんど，安心して走れるな

と，こういうようなことが思われますか，建設課長。 

○議長（篰 公一君） 柳澤建設課長。 

○建設課長（柳澤裕之君） お答えいたします。 

 この道は，観光とか，それからいろいろ化石ですね，昔で言いますと，白亜紀と

か，それから４億年前のゴトランド紀とかというふうな地層がありまして，そのあた

りに興味津々の方とか，アメゴとか，いろいろ魚類を見たり，景色見たり，それから

紅葉見たりというふうないろんな観光資源もたくさんございます。 

 それで，建設課としましては，過去に処理場，いわゆるごみの処理場がありまし
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た。そのころについては，やはり一定計画に基づいたり，単発的な改良工事をやって

いました。しかしながら，それは局部的な話であって，全般を見ますと，やはりガー

ドレールとかが不足のとことか，それから道がカーブが頻繁にあったりするというこ

とで，ちょっと危険なところもあるというふうな認識ではございます。 

○議長（篰 公一君） 麻植議員。 

○４番（麻植秀樹君） これは，あの道は観光にもあるんですけども，広域処理施設

ですね，焼却場ですけども，これができるまでは，まだ10年近くあると思うんですけ

ども。ということは，リサイクル施設というのが，これまだ10年前後，必要な稼働を

させておかなければならないんですよね。ということで，この間もプレス機を修理と

いうことでしたと思うんですけども。そういうようなことも考慮して，観光で訪れる

人にもプラスになる。10年前後ちゅうのが，またリサイクル施設，ここにも通わない

かんわけですね，ダンプが。ということもありますので，どなんぞ整備はできないも

のかと。道を広げるというても，なかなかそれは難しいと考えます。そこまでは言い

ませんが，より安全に安心して町道を走れるように何か整備できる方法はありません

か，建設課長。 

○議長（篰 公一君） 柳澤建設課長。 

○建設課長（柳澤裕之君） どなんぞ整備できる方法はないかということで，昔は辺

地対策事業とかというふうなとこで，局部的な改良もやっていました。 

 それで，今日に至りましては，各地区からの要望も踏まえながら，基本的には維持

補修というふうな方針の中で，局所において路肩がちょっと狭いとか，そういうふう

なところについては集中的な改良というふうなことで提案をさせてもうたりしていま

す。基本は維持補修で当面は行きたいなというふうな考え方でおります。 

○議長（篰 公一君） 麻植議員。 

○４番（麻植秀樹君） 維持補修，以前は失業対策でしとったわけです。維持補修と

いうことで，補修より維持が，いわゆる落石とかしとうやつを，してると思われる箇

所を早い目早い目に，週１でもいいですし，見回っといてもろうたら，維持管理もで

きるし，補修もできると思います。ということは，改修と改善というまではいかんと

いうことやね，あくまでも補修ということで。 

○議長（篰 公一君） 柳澤建設課長。 
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○建設課長（柳澤裕之君） 一応，維持の補修ですね。言うたら，舗装が陥没した

り，路肩が傷んだりした場合については，維持補修いたします。それで，改修改善と

いうことで，現況のカーブの内側がちょっと狭いとか，例えば木材出すんに，ちょっ

と大きい車だったら脱輪，半分ゴマを脱輪させて走りよんじゃっちゅうとか，それか

ら傾きがあるとか，そういうふうな道路については，改善を図っております。 

 以上です。 

○議長（篰 公一君） 落石については。 

○建設課長（柳澤裕之君） 落石については，やはりきのうの議会でもちょっと触れ

ましたように，あのあたりの岩は軟岩で，ちょっとかたい目の岩でありまして，よく

落石があって，路面にある石ちゅうんは大分とんがってまして，タイヤ切ったりしま

すんで，そのあたりは要注意しながら，落石があったよということであれば，早々に

対応しております。 

 以上です。 

○議長（篰 公一君） 麻植議員。 

○４番（麻植秀樹君） 今，通報があったら行くちゅうことなんやけんど，僕が入っ

たときも，悪かったんですよ，私が入った，もうなんべんか入っとんやけどね。だけ

ん，できれば，建設課として仕事の一環でもありますので，言われるよりは先にやっ

ていただいたらありがたいかなと思います。 

 それと，さっきも言いましたけども，とにかく観光のためでもありますし，リサイ

クルセンター，施設に行くんに，もし何かあれば，それまたトラックも減れんしね。

それと，今さっきおっしゃりよった脱輪しそうなところは，早目に直そうかなと，改

修しようかなということで言うてくれてますので，５つ目の質問は同じお答えと思い

ますので，置いておきます。 

 とにかく，常に狭い道で，課長も今言うてましたけんど，泥岩質のスエイシのぱり

ぱりですんでね，パンクしても，電話は通じませんし，地元の者であればすぐに対応

ができると思うんですけども，観光でせっかく遠いとこからきれいなとこを見に来て

くれて，山から石が崩れとってパンクした，これもせっかく来てくれとんのに悪い印

象しか与えなくなりますんでね，できれば週にいっぺんでもパトロールをしていただ

いて，そういうようなことがないようにしていただきたいと思います。これはよろし
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くお願いします。 

 ２つ目ですけども，防災対策は万全かということで，今までも何人もの方が質問を

されております。 

 ことしに入っても，九州，東北等，災害が発生しております。ということで，私が

質問するときは，勝浦やって，いつこんだけの水害，災害が起こるやわからんけん，

どなんぞということで，毎回同じような質問になるような気もするんですけども，実

際問題，勝浦町としても，ここ何年間か大きな台風ちゅうか，水害も起こっておりま

せんし，災害も発生しておりませんので，発生しないにこしたことはないんですけど

も，それも自然のことですからわかりません。 

 今回，実際問題，町として常に危険の予知はできているのか。１番議員さんも前言

うてました。今回県が来て，坂本地区と何カ所かは，何かあってもいかんちゅうこと

で，調査もしておるようです。それで，きのうの話でも，町単独でもしてるっちゅう

ことで聞いておりますが，これは絶対に危ないなと，裏山が崩れるなとかという，そ

こまでの町として，建設課として，把握予知はできておりますか。 

○議長（篰 公一君） 柳澤建設課長。 

○建設課長（柳澤裕之君） 全て網羅はしておりませんが，このあたりは危険だなと

いうふうなことで，大体頭の中には入っております。 

 それで，いわゆる土砂災害の関係の説明会とかというんがあったと思うんですけど

ね，各地でね，まだ全箇所に設定できとらんのですけど，やはり基本は，自分の住ん

でいる場所を把握していただいて，それで大雨が来たりして警戒情報とかあったとき

には，この家の裏は危ないんだな，じゃあ逃げる態勢しようかとか，そういうふうな

ことで認識していただきたいなというふうには思っています。 

 以上です。 

○議長（篰 公一君） 麻植議員。 

○４番（麻植秀樹君） 鉄則ですね，自分の身は自分で守る。それで，説明会もして

るということで，対応をどないしよんなちゅうことで聞こうかいなと思うたら，対応

しよるちゅうことで。 

 それと，説明会，説明しているということで，ちょっと町内の人も利用したいんで

すけど，この28年度版ですかね，洪水防災マップ，これを各戸に１冊ずつ配布をして
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いただいております。おりますが，ここでちょっとお聞きっちゅうか，どうでっしゃ

ろっちゅうことを聞きたいんですけども，これを見て，勝浦町内にはあるんですけど

も，これ見て，ああようわかるな，これ抜群にええなと思うかどうかわかりませんけ

ど，一応通告出させてもらってますので，税務課長，どうですか。これ見やすいな，

これ見とったら，何かのときやったら一発でいけるなっちゅうふうに思いますか，思

いませんかって，それだけで結構です。 

○議長（篰 公一君） 久木税務課長。 

○税務課長（久木喜仁君） 私の立場でお答えしていいかどうか，ちょっと疑問残る

とこですけども，通告書にございますので，私なりの感想を述べたいと思います。 

 いろんな見方，評価はそれぞれだと思います。私も，確かにちょっと見にくいなと

いうところはありますが，こういったものは，それだけに頼ることもなく，いろんな

情報発信の中でやっていかなければならないかと。きのうも，３番議員さんのほうも

おっしゃっておりましたけども，ホームページとか，そういったことの充実も合わせ

て，その中のツールの一つとして判断するべきでもあろうかなということですけれど

も，今麻植議員さん言われたとおり，より見やすいものにしていく工夫は必要かと思

います。 

 以上でございます。 

○議長（篰 公一君） 麻植議員。 

○４番（麻植秀樹君） ありがとうございます。見えるか，ようわかるか，わからん

かだけでよかったんですけども。 

 実際問題として，若い人であれば，これでそこそこ把握はできると思うんですけど

も，お年寄りになったら，何やこれいっぱい線ばっかり引いて，これどこへ逃げたら

ええんだろうかい，どこが悪いんだろうかい，どないなっとんだろうかいっちゅう

て，これほとんどのお年寄りは言うんですよね。こんなミミズがほうたようなもんし

て，色分けはしてくれたあるけども，何じゃろうかいと。 

 洪水が発生したときも，これは何じゃろうかいと。あれは，一応避難勧告から始ま

って避難指示，きのうのあれやないけど，特別警報ということになるんですけども，

それはそれでこちらへ置いておいて，まずは常にこのマップを町民が見て，常に見

て，頭に入るようなやつをつくってもらわんかったら，恐らくこれはコンサルがした
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んだろうけんね，これでは高いお金かけて，何のちゅうたら言い方悪いんですけど，

何も恐らくわからんと思うんです。これプラスできるんであれば，勝浦川を南北に割

いて，東西南北っていうように分割して，各地区地区を拡大したやつを地区地区の家

に配布してもろうたら，詳細にわかると思うんよ。できれば，こういうふうなんをや

ってほしいなと思っておりますが，こういうことは可能でしょうか。 

○議長（篰 公一君） 山田企画総務課長。 

○企画総務課長（山田 徹君） ご質問にお答えをいたしたいと思います。 

 まず，久木課長のほうからいろいろご意見もいただいたところでございます。多

分，平成28年３月現在でつくられた浸水防災マップ等が記載されているものだと思い

ます。これはこれで，担当課といたしましては，町全体が見渡せる部分につきまして

は，それなりの町全体を見るためのものとしては，そこそこの役には立つのではない

かというふうには考えております。ただ，議員ご指摘のように，自分の地域でどのよ

うなとこ，道とかがある程度わかって，どう逃げるというふうな，そこらの細かい部

分がもう少し入った部分が各地区にお渡しできるようなことがあれば，より一層，昨

日のご質問ではございませんけれども，自分の意識として，自助，共助あたりの意識

としてはまた役に立つのではないかというふうには考えております。 

 今回，議員さんにご提言をいただきましたので，そこらも合わせ，ただどのぐらい

の大きさになるかというのは，ちょっと各地域だけでいいのかどうか，周辺地域もあ

ったほうがいいのかどうか，そこらもありますので，そこらを検討しながら，新しい

マップの作成等も踏まえて検討をさせていただけたらと思います。よろしくお願いし

ます。 

○議長（篰 公一君） 麻植議員。 

○４番（麻植秀樹君） できれば，早いうちにお願いをしたいなと思っております。 

 それから，これはハザードマップだけの話なんですけども，次に適切な情報の発信

をなおかつしていただきたいなと。適切な情報発信と言いましてもいろいろあるんで

すけども，できれば，きのうも言うてましたけども，スマホとかです。最近の若い子

はスマホが大体あれなんで，スマホでの発信ちゅうんもあったらええのではないかな

と思っておりました。それから，無線通信網ですね，きのうも何かあったときは役場

の中は無線で何でも交信ができるというように言うておりました。それと，できれば
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無線通信っちゅうことであれば，バッテリーさえ，また電池さえあればいけますの

で，これええなと思うたんですね。これ勝浦でやってくれたら，これこそ一番じゃあ

になるんかいなと考えておったんですけども，ちょうど23日の徳新見てみますと，こ

れは南海トラフの地震に備えてということなんですけども，美波町で無線技術を使っ

た独自の通信網を整備すると。まだこれは実証実験ということではあるんですけど

も，先やられたなと思いましたが。いずれにせよ，何か災害に，あってはならないん

ですけども，ないとも限りませんので，マップにしてもしかり，適切な情報の発信。

とにかくそういうときは，へたすれば町内放送も使えない場合ありますのでね，そこ

まで把握していただいて，常に後手後手に回らないような情報の発信，それから災害

に対する予防というか，予防線というかを心がけていただきたいなと思っておりま

す。なかなか無線通信網っちゅうのも，すぐにはできないだろうと思いますが，でき

ればやっていただきたいなと考えております。総務課長，すぐとは言いませんが，何

か一言。 

○議長（篰 公一君） 山田企画総務課長。 

○企画総務課長（山田 徹君） 昨日来から情報の発信の方法について，各議員さん

からもご指摘をいただいております。その都度，そこらの方面についていろいろな発

信方法でお知らせをしていけるようなことで努めていくようにしたいというふうにお

話をさせていただいておると思います。ただ，電源があるとか，ないとか，いろいろ

なケースがあるとは思います。それを踏まえて，いろいろな方法で情報発信をしてい

きたいと考えておりますので，また皆様のお知恵もいただくなり，ご協力をいただく

こともあろうかと思いますけれども，よろしくお願いいたしたいと思います。 

○議長（篰 公一君） 麻植議員。 

○４番（麻植秀樹君） よろしくお願いいたします。 

 これで私の質問を終わります。ありがとうございました。 

○議長（篰 公一君） 以上で４番議員麻植議員の一般質問は終了いたしました。 

 議事日程の都合により，休憩といたします。 

            午後２時35分 休憩 

            午後２時49分 再開 

○議長（篰 公一君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 
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 ５番松田貴志君の一般質問を許可します。 

 松田貴志君。 

○５番（松田貴志君） 議長の許可をいただきましたので，５番議員松田貴志，通告

順に従いまして一般質問をさせていただきます。 

 １点だけ，１項目めの宅地造成と道の駅の周辺整備についての部分は，ちょっと順

番を入れかえさせていただきます。よろしくお願いします。 

 まず冒頭に，申しわけないんですけど，３番目に質問する予定であります，中田町

長の４期目出馬表明を受けてっていう部分，私いつも質問が長くなり，ばたばたとし

ますので，まず一，二点，冒頭に町長のほうにお聞きしたいと思いますので，よろし

くお願いします。 

 まず，先ほど４番議員のほうから，立川地区の話がありました。なかなか全線整備

の部分については，財政上の都合等で難しいっていう事情も私自身わかりますし，そ

れだったら何をしたらいいんなっていう部分において少し，町長，これからの勝浦

町，観光においても交流人口をふやす中で，立川地区の環境整備ちゅうんも一つのや

っぱり大事な部分なのかなっていうふうに私も感じていますので，ここらあたりの考

えをお聞かせください。 

 きょうの午前中，消防団員として行方不明者の捜索に立川地区に入らせていただき

ました。その場におきまして，まず一番気になったのは，携帯電話が通じない。その

上でさらには，山間部奥地に入れば入るほど，現状装備している無線でなかなか通信

状況が悪く，話ができる状況ではなかったんです。そこらあたりの消防団に関しての

装備の充実等については，また分団長会議で，総務課長中心になって，今回の反省点

も踏まえていろいろ協議していってほしいと思います。 

 きょう，私自身お聞きしたいのは，携帯電話の話です。特に，先ほども４番議員も

述べられてましたけど，県外ナンバーの方が来られて，道が狭かったり，落石があっ

たりするんはしゃあないとは思うんですけど，もし何かあった場合の連絡手段とし

て，やはり携帯電話は使えたほうがいいのかなと。特に，立川の町道沿線について，

何らかの形で通信事業者と協議の上で，そこらあたりのせめて通信手段の確保ってい

う面においてすることによって，観光に来られる方も安心感も得られると思います

し，もし何かあった場合は，そこからＳＯＳ，救命とか，また救出に関しても連絡が
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とれる。さらには，もし今回みたい，きょうの午前中みたいな案件があっても，無線

で通じない部分に関して携帯で補いながら，また無線の充実も図りながら，相互でよ

り強固な防災体制も組めるのではないかなと思うんです。なんで，これから町長自身

も，４期目出馬をするということで，またこれからかつうら創生という部分において

も，交流人口をふやしていかなければいけない立場であるとは思います。そういった

観点から，立川沿線，どなんぞ携帯電話を使えるように通信事業者さんと話をするっ

ていう方向性を見出していただけませんかね。お考えをお聞きしたいと思います。 

 以上です。 

○議長（篰 公一君） 中田町長。 

○町長（中田丑五郎君） ４番議員さんの質問で，立川等は話が終わったかなという

思いがしておりまして，少し余談な話も交えてお話しさせていただきます。 

 もともとを言えば，私の先祖は立川のクリーンセンターからまだ奥の奥立川99番地

という非常に奥深いところが私の祖先の育ったところでございまして，そうしたこと

から，非常に林業が盛んな，そして県下でも三大美林と言われております立川の杉

は，すばらしい三大美林と言われるほどのことでございまして，非常に30年代，40年

代には林業で栄えたところでございまして，林道というほうがふさわしいような道で

ございました。最近は，50年，60年代になりまして林業が衰退をするような中で，林

業よりも観光的な色彩も強くなっております。町といたしましては，危険箇所の見回

りをする中で，ガードレール，カーブミラー，そして待避場，落石の多いところ，特

に冬場，そして１年通じて鹿等が通りますと，やはり落石が起こるところでございま

して，そうしたことで，地元の方にも生活道路としての維持管理もしていただいてい

るとこでもございます。そんなことも思い出しながら，まさか質問はないんだろうな

と思うたところでございました。 

 携帯電話につきましては，必要不可欠な，事故等があれば，連絡方法が途絶える

と。そしてまた，立川から相生に抜ける，勝浦のところは，全て立川相生林道はでき

ておりますので，あとは相生の那賀町のほうから林道が来れば，水の花荘を経て，社

会福祉ホームのあそこに出る道が完成する予定になっております。そういうことから

考えれば，将来的に通信手段の確保っていうのも非常に重要なことになるんでなかろ

うかというふうなことでございます。関係機関とも十分協議といいますか，調査をし
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まして，より安全性が保たれるような，また通信手段が確保されますように，照会も

させていただきたいと思っております。 

 以上でございます。 

○議長（篰 公一君） 松田議員。 

○５番（松田貴志君） 民間事業者が採算ベースで基地局を設置するには，多分難し

い場所なのかなって感覚を持ってます。だから，行政が積極的に，多少の初期投資は

必要なのかもしれませんけれども，基地局を整備するような方向で，町長のほうも前

向きな答弁いただきました。ぜひ進めてほしいなと。それによって，最低限の町道の

維持補修をしながら，観光客に対する安全・安心という部分においては，町としての

姿勢は示せるのかなと，私自身は感じておりますので，ぜひとも事業の推進に向けて

努力のほうをよろしくお願いします。 

 それと，冒頭にもう一点だけよろしくお願いします。 

 この間，中田町長自身が出馬表明をされました。その出馬表明をしたのは，それは

みずからの意思で出馬表明をされたのか，それとも新聞記者から取材の依頼があっ

て，それに対してお答えになったのか，そこの部分についてお聞かせいただけます

か。 

○議長（篰 公一君） 中田町長。 

○町長（中田丑五郎君） この件につきましては，私のほうからの申し出でございま

す。 

 以上でございます。 

○議長（篰 公一君） 松田議員。 

○５番（松田貴志君） みずからの意思によって，みずからの決意を新聞社さんに述

べられることは，もちろん私自身今までそういった決意をするのが苦手な立場なん

で，すごいことだなって，そういった勇気ある決断に対しては，私自身認める部分で

もありますが，この間，６月16日の６月会議において，ちょうど固定資産税の課税漏

れの件について税務課のほうから説明があり，また町長のほうからも，この議場にお

いて陳謝されたという経過があります。その時点では，それぞれの担当職員，さらに

は管理職の処分という部分は決まっておりませんでした。私自身，今回固定資産税の

課税漏れの対象者でありまして，率直にその当事者として感じたのは，きちっと処分
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もできず，これからの対応策等の道筋もつけていない中で，あのタイミングで出馬表

明をするのはどうなのかなって。一般質問なので言わせてもらいますけど，ちょっと

不快に感じました。多分，当時，私自身増築に関しての課税漏れだったんで，まだ額

は少なかったです。けど，そこで新築の方でしたら，多分20万円，30万円の課税が来

て，やっぱり分納の相談等もされていた最中だったん違うんかなって，想像できるん

です。それを考えれば，もう少し後にできんかったんかなって。せめて，処分を決め

て，自分自身の責任をしっかりと果たす中で，将来に関してそういった方針，考えを

示すのはいいんですけれども，目の前の課題を置いといて，そういった方向に進んだ

のは，少し残念でなりません。これについては，私自身がどういうスタンスでこれか

ら動くかどうかは別にして，やはり選挙に臨むに当たって，反省してほしいっていう

偉そうな立場で言うんではないんですけれども，きちっと順序立ててするべきではな

かったんかなって思うとんです。町長がどうお感じになられているかっていうのもや

っぱり聞きたいですし，実際もう少し現職としてどっしりと構えて，するべきことを

やってから，満を持して出馬表明をしてほしかったなっては思うんです。この点に関

して，なかなか伝えにくい部分もあると思いますけれども，せっかく機会ですので，

今回出馬表明に至った経緯，また今回私の感想も踏まえながらのちょっとお考えを聞

かせていただけますか。お願いします。 

○議長（篰 公一君） 中田町長。 

○町長（中田丑五郎君） まず，出馬のことにつきましては，議員からも，そういう

今おっしゃったような話は聞き，おわびを申し上げたと記憶をいたしております。私

の配慮のなさと言われれば，そのとおりかというふうに思っておるところでもござい

ます。 

 今回につきましては，時期的な問題もございまして，いろいろ諸般の事情ございま

して，あの時期に至ったというところでございました。これ以上詳しくは申し上げら

れませんけども，結果的にはそうした結果になったというようなことで，もう一度申

し上げますけども，配慮がなかったかなということでございます。おわびを申し上げ

たいと思っておりますので，ご了承いただきたいと思っております。 

 動機につきましては，３期12年の経験もありますし，実績もあるという中で，引き

続いてやりたい，いろんな施策をやっていきたいという強い思いからの決意でござい
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ます。 

 以上でございます。 

○議長（篰 公一君） 松田議員。 

○５番（松田貴志君） 切りかえてまいります。 

 ４期目に向けて，これからいろいろな場で町長自身の考え，将来に対するまちづく

りのビジョン等を示していく場面が多々出てくるのかなって思います。この場におい

ては，きのうのやりとりによっても思うんですけど，もう少し自信たっぷりに，こう

やってやるんぞっていう思いのたけというか，気持ちの強さっていうのをもっと出し

てほしいんです。何か，後ろで聞きよったら，ぼそぼそぼそぼそ言ようるような感じ

をするんです。やっぱり町のトップとしてもう一回チャレンジしようって表明をされ

てるんですから，特に今回は対抗馬が出るということで，間違いなく選挙戦になろう

としてます。こういったところなんで，特に今まででない中田町長ちゅうんを見せて

ほしいなって思ってますので，今からるる質問していきますので，それぞれの部分で

町長にも質問をしていきます。その中で，勝浦町の将来に対するビジョンもあわせて

述べていただけたらなと思いますので，よろしくお願いします。 

 それでは，１番目に返ります。 

 まず，起業や６次産業化への取り組みについてであります。 

 １点目に，まず杉の子基金についての質問をさせていただきます。 

 この杉の子基金といいますのは，皆さんご承知のとおり，私たちの大先輩である溝

田義昭さんが勝浦町のために1,000万円を寄附してくれて，それをこの勝浦町内にお

ける起業の支援，また雇用の促進，活力ある地域産業の育成を目的に，この基金が設

けられました。これについては，当時中田町長自身が溝田さんからの寄附の申し出を

受け，その当時町長としてこの基金を設置されました。私自身，今感じているのは，

ここ何件かこの基金を支出するに当たって，今回提案を受けたそれぞれの事業が将来

にわたって拡大していって，新たな雇用が創出されるんかなという部分においては，

ちょっと物足らんのと違うかなって思うとんです。それが，なんでかと言えば，そも

そもの要綱の部分において，やっぱり将来的なフォローアップの部分については，行

政は積極的に携わるような形になってないんです。やはりここの分に関しては，事業

計画書ももちろん提出してもらう。さらに，その提出してもらった事業計画書に対す
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る基金の支払いをして，それ以降の事業がどのように推移していくかっていうのは，

やっぱり行政としては見ていく必要もあるんかなとは思ってます。 

 まず１点目に聞きたいのは，溝田さんが勝浦町にこの1,000万円を寄附したという

部分において，町長自身も懇意にされてたと思うんです。どのような思いがあってこ

の1,000万円が寄附されたって町長自身は認識しておられますか。お願いします。 

○議長（篰 公一君） 中田町長。 

○町長（中田丑五郎君） 溝田さん自身が，まさに起業家でございます。大きく多角

経営っていいますか，いろんな業種を通じて幅広く企業を起こした人で成功者，私か

ら言うんもおかしな話ですけども，成功された一人ではないかという強い思いから，

溝田さん自身もやはり自分に続く者をどうにか育てるように手助けができないのかと

いう中で，志を町に預けてくれたもんというように私自身は認識をしておるところで

もございます。 

 以上でございます。 

○議長（篰 公一君） 松田議員。 

○５番（松田貴志君） 私も同じような認識でおります。溝田さんは，自分自身が苦

労されて，あそこまで事業を大きくされて，さらには町に，ぽんとではないかもしれ

ませんけど，1,000万円を寄附できるまでに事業を大きくしてきた。また，町内にお

いても多くの雇用を生んできたっていう部分の苦労に苦労を重ねて事業を大きくし

て，将来的には雇用も生んでほしいなと。そういった部分について，やはり町がその

熱い思い，重い思いを託されとうと思うんです。 

 次，担当課長にお尋ねしますけど，実際今回の要綱等において，溝田さんの思いっ

ていうんがしっかりとその思いに応えられている状況になっているか，さらにはその

採択する基準，さらには要綱等において，溝田さんの思い，漠然とした精神的な部分

かもわかりませんけれども，その思いをきっちりと応えられている内容になっている

かっていう部分に関してどのように認識を持っておられるのか，お答えいただけます

か。 

○議長（篰 公一君） 石木地方創生推進室長。 

○地方創生推進室長（石木正昭君） ご答弁申し上げます。 

 勝浦町杉の子基金につきましては，平成24年７月１日に設置しましたが，平成24年



- 159 - 

度と25年度，また平成26年度の12月まで申請がなかったことから，平成27年１月に要

綱の一部を見直し，この見直した要綱を平成27年度から施行したところでございま

す。 

 要綱の見直しの効果があったかどうかということは言い切れませんが，平成28年度

に入りまして３件の申請を受けました。この結果を受けまして，制度の見直しが申請

の増加につながる可能性について確認できましたので，溝田さんの思いにつながるよ

うに，希望者の方が利用しやすいような制度の構築，こちらについても今後とも見直

していきたいなと思っております。 

 また一方で，これ貴重な財源でございます。常に適切な見直しを行って，有効な財

源の活用を努めていきたいと思っております。 

 以上，答弁とさせていただきます。 

○議長（篰 公一君） 今のんでいい。ちょっとずれとうと思うけど。 

 松田議員。 

○５番（松田貴志君） 答弁いただきました。 

 この要綱を読むに当たって，まず確認をしていきたいんですけど，先ほどもちらっ

と触れましたけれども，起業するに当たって事業計画等を立てる部分において，誰が

相談受けて，誰がフォローするとか，そういった行政の体制って組まれているんです

か。 

○議長（篰 公一君） 石木推進室長。 

○地方創生推進室長（石木正昭君） 現在のところですが，事業計画そのものを立て

るについては，行政側の窓口というのは特にございません。 

 申請者の方に提出していただいた事業計画をこちらのほうで確認させていただくと

いう体制でございます。 

○議長（篰 公一君） 松田議員。 

○５番（松田貴志君） 今，その点確認したのは，やはり事業計画が私自身全てなん

かなって思ってます。その事業計画がいかに綿密で，将来にわたって，またしっかり

とやりくりできていく部分が確保されているかっていう部分をちゃんと将来的に見え

てなかったら，本来は採択したらいかんのかなって，私自身感じているんです。 

 もう一点お聞きします。 
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 仮にその基金を利用したいっていう申請が出てきたとき，その計画書等を誰が判断

して，その採択を決めるんですか。ちょっと順序立てて教えていただけますか，採択

に向けての。 

○議長（篰 公一君） 石木推進室長。 

○地方創生推進室長（石木正昭君） お答え申し上げます。 

 提出いただいた申請書並びにそれに添付します事業計画書ですが，企画総務課地方

創生推進室の担当がそれを受け付けまして，要綱等に照らし合わせて確認し，決裁，

最終町長ですね，決裁をいただいて，交付決定という格好になっております。 

 以上答弁とさせていただきます。 

○議長（篰 公一君） 松田議員。 

○５番（松田貴志君） シンプルに行きます。 

 ちょっとその選定過程を改めませんか。特に，やはり事業計画書をしっかりと見ら

れる人，経営コンサルとまではいきませんけれども，せめて税理士さん，公認会計士

さん，商工会関係の人も入れながら，やっぱり選定委員会をつくって，将来的にしっ

かりと経営継続できるかっていう部分の判断がそこでされるか，さらには融資も受け

ながら事業を拡大していく見通しがあるかっていう部分もしっかりと見ていく必要が

あると思うんです。やっぱり苦労しながら事業を拡大していく，お金も借り入れなが

らしていくっていう覚悟がなかったら，商売って大きいにできんのですよ。そこらあ

たりの思いって，溝田さん自身あったと思うんです。だから，最初の法人化が必要じ

ゃっちゅう覚悟を示せっていう部分はあったと思うんです。 

 今回，残念ながら，いいか悪いか抜きにして，法人化っていう要件をのけることに

よって，さらには上限額を上げることによって，新たな申請が出てきました。けれど

も，やはり原点に立ち返って，ほんまにこの原資を提供してくれた溝田さんの思いに

応えるならば，改めてこの要綱等も見直す中で，その選定過程も見直すべきなん違う

んかなと，私自身，その上限額を上げてでもほんまに伸びゆく産業には，もっともっ

とお金入れてもええぐらいなんかなって思います。それぐらい溝田さんも覚悟してこ

の1,000万円を出したんかなっていう部分もあるし，そこらあたりは想像でしかない

んですけど，直接町長自身も溝田さんから思いを聞いて，この1,000万円を受け取っ

て基金化しております。今の，ごめんなさい，ざっくりとした室長との議論になりま
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したけれども，この点に関して，町長，ほんまに新たな雇用を生むためにも，また地

場産業の育成のためにも，さらには将来的には多くの税金をこういった事業者から納

めてもらう必要もあると思うんです。そういった目標，目的をしっかりと掲げる中

で，今回のこの杉の子支援事業補助金，この基金を使った事業，見直すべきであると

思いませんか。町長自身の，今のやりとりを踏まえてのご意見，お聞かせいただけま

すか。お願いします。 

○議長（篰 公一君） 中田町長。 

○町長（中田丑五郎君） この基金ができて３年ほど，借りてくれる人っていうんで

すか，利用してくれる人がいなかったというようなことでございます。やはり制度は

利用することによってさらに磨かれて，使いやすく，いいものにできていくわけでご

ざいます。そうした観点から，一部手直しもさせてもらったというようなことでござ

いまして，溝田さんの考え方，推測でございますけども，やはり使っていただいて，

大きく育ってほしいという強い思いがあったのでないかということでございますの

で，見直し等につきましては，事務局がいろいろと知恵を出しながら考えているとこ

ろかもわかりませんけども，私からその点について今すぐ変えるとか，そういう話に

はならないかと思っております。 

○議長（篰 公一君） 松田議員。 

○５番（松田貴志君） いみじくも，今町長の口から，大きく育てるというのが出て

きたんです。その大きく育てるっていう部分が，今回のこの要綱，さらには行政の後

のフォローの部分については，やっぱり見受けられんのです。その部分をどなんぞし

てくださいという話をしているんです。大きく育てなあかんでしょう。100万円払っ

て，そのままではあかんと思うんです。しっかりと後どういう感じで経営状態がなっ

ているかというのを見守る必要もありますし，ここらあたりは，私先ほども申しまし

たけれども，やはり専門家に一部お願いする必要があると思うんです。町長自身，今

判断できんという答弁ありました。限られた基金なんで，やっぱり使ったら残り金額

も減ってくるじゃないですか。そこを考えれば，今見直したほうがいいんかなと。あ

るうちに，それも有効にまだ使えるうちに見直したほうがいいん違うんかなって，私

自身感じております。 

 あとは，担当の室長に，今の町長の答弁では適切に見直されるんでないかっていう
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ふうな感じでした。実際，室長，今の町長の答弁受けて，私の今の議論の中で，町長

の酌み取る溝田さんの思い，私の酌み取る溝田さんの思いも踏まえながら，今のこの

要綱のままでいいとお感じになっています。ちょっと考え聞かせてもらえませんか。

お願いします。 

○議長（篰 公一君） 石木室長。 

○地方創生推進室長（石木正昭君） ご答弁申し上げます。 

 松田議員がおっしゃるように，財源を，本当貴重なものなので，適切に使ってほし

い，溝田さんが思っていたのでないかと，そういう思いと，先ほど町長から述べまし

た，使っていただくことに意義があると，両方の考え方あると思います。どちらにつ

いても，もっともなお考えですので，そういったバランスを考えながら，今後要綱の

見直し，必要に応じてしていきたいと思っております。 

 以上，答弁とさせていただきます。 

○議長（篰 公一君） 松田議員。 

○５番（松田貴志君） ここは，想像でしかないんで，私自身はそういう思いを溝田

さん自身が持っていたんでないかっていう想像の範囲なんで，ここは適宜意見ができ

る場所があれば，また議論していきたいと思いますので，よろしくお願いします。 

 それでは，６次産業化について話を移します。 

 この６次産業化については，かつうら創生について，以前地方創生の特別委員会で

示された検証シートをもとに議論をしていきたいと思います。 

 まず，この６次産業化については，現在町単の新加工品研究開発事業があり，また

国の交付金等も使われていることと思います。しかしながら，実績として，平成25年

が１件，また平成26年が２件，27年，28年がゼロ件ということでございます。現状に

おいて，なかなか新たな加工品の開発という部分が進んでいない状況であると思いま

すけれども，29年度に入った部分については課長に聞けてません。そこらあたりの進

展があれば報告してほしいのと，結局27年度，28年度がゼロ件になった重立った要因

というものはどのあたりにあるのかという点について答弁をお願いします。 

○議長（篰 公一君） 海川産業交流課長。 

○産業交流課長（海川好史君） ６次産業化の話でございますが，まず25年度，26年

度について１件，２件というところと，27，８については実績としてはなかったとい
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うところでございますが，現在この事業，町単の新加工品開発の事業を用いまして，

貯蔵みかんのストレートジュースやみかん入りの焼肉のたれ，またイチゴアイス，イ

チゴジャムなどが開発されておりまして，また全ての商品につきましては，道の駅で

現在販売されておるというところで，一定の成果は出ておるというふうに考えており

ます。ただ，議員からのご指摘ありましたように，27年度，28年分につきましては，

事業の活用がなかったというところもございます。この点につきまして，十分な農家

の皆さん等にも周知が行き届いてないっていうところもあるのかなっていうふうにも

考えておりますが，ただこういった事業に取り組んでいただくような人材育成ってい

うところがやっぱり必要になってくるのかなっていうふうにも考えております。 

 今後につきましては，こういった６次化に取り組んでおるような事業者に研修受講

経費等につきましても，やはりこういうところの補助事業を見直す中で，そういった

ものも含めて制度の見直しを検討したいというふうにも考えております。 

 以上です。 

○議長（篰 公一君） 松田議員。 

○５番（松田貴志君） 続いて，今の答弁も踏まえて，結局これからどうしていくか

っていう部分も大事な部分で，この検証シートには，現状の事業がやっぱり見直しが

必要かどうかっていう欄がありまして，この６次産業化っていうんは，農家にとって

所得向上のためにはやっぱり有効っていう部分で，より活用できるように見直してい

くっていう，今も課長さらっと触れましたけれども，具体的に新たな施策として，今

も有力な事業者さんをピックアップする中で，今いる人を伸ばしていく，人材育成も

踏まえて伸ばしていくっていう部分も，さらには広報，ＰＲをもっとする中で，新た

な事業者もふやしていくっていう部分，いろいろ方法があると思うんですけど，ここ

で言う検証シートの中で，なかなかこの６次産業化で数値目標っていう部分に関して

は，これといって反映されている部分がないのですよね，このＫＰＩの部分でもどこ

の部分に属するかっていうのも難しいし。だから，やっぱり実績としては，しっかり

と新しい加工品研究開発の部分にもっともっと力を入れていくっていう部分が必要な

んかなとは思います。その中で，さらに触れられているのが，現状でおいたら，農作

物を加工するに当たって，町外に向いて加工をしなければならない。だから，一番収

益性の高い加工の部分において町外にお金が出ていってる状況なんです。それをどう
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するかっていう部分において，加工施設の整備も検討する必要があると，ここでは触

れられてますけれども，この中で想像する産業交流課的なこれからの事業展開という

部分は，どういったイメージを持たれてますか。お願いします。 

○議長（篰 公一君） 海川産業交流課長。 

○産業交流課長（海川好史君） 検証シートにも書かせていただいておりますよう

に，６次産業化に取り組むに当たって，やはり加工業務を外注している現状でござい

ますので，この加工業務についても取り組めるような施設なりをやはり整備して収益

を上げていく必要はあるというふうに考えております。 

○議長（篰 公一君） 松田議員。 

○５番（松田貴志君） 必要性は感じておられるので，多分ここに載せられていると

思います。 

 そこでね，ごめんなさい，私の質問が悪かったです，ごめんなさい。そこで，どう

いう方法でそれを実現さすかっていう点において，私のほうが話させてもらいますけ

れども，以前から私この加工に関しては思いを持ってまして，生比奈地区に婦人の家

があって，横瀬地区に現在改善センターが，両施設があります。それぞれ利用実績等

もある中で，老朽化が進んでるんです。婦人の家に関しては，間違えてたらごめんな

さいなんですけど，昭和57年に設管条例ができているので，多分昭和57年でないんか

なと思います，設置されたんが。改善センターが平成２年に設置した。これも，設管

条例がつくられているので，多分そうなんかなと思うんです。それぞれ更新，改修の

時期に来とんかなっていう時期なんです。以前にも，私この議会の中で，両方を統合

して，もっと機能的な施設をつくったほうがええんでないかという部分を提案させて

もらったことがあります。そのときの担当課長さんは，検討したいっていう部分はあ

りましたが，残念ながら早期に退職されまして，その話は終わったんですけれども，

行政としては，そういった認識っていうのを継続して共有してほしいし，さらには今

回地方創生の６次産業化の中で，やっぱり施設の整備も若干触れられている部分にお

いて，将来的に現有施設の統廃合も含めて，また新たな加工施設，特にこの加工施設

については，現状の加工施設は，両方とも販売目的では利用できないんです。でなし

に，販売目的でも利用できる設備を整えた加工施設の整備っていうものがこれからは

必要になってくるんでないかって，私自身感じております。 
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 タイミングよくと言うたらちょっと語弊があるんですけれども，たまたま婦人の家

が何年後かわかりませんけれども，現在行われている県道の拡幅工事に一部かかるこ

とになります。なんで，利便性を考えれば，やはり駐車場も狭くなるって想像できま

すし，建物の一部もかかるんかなっていう部分も想像できるんです。それを考えた

ら，老朽化，昭和57年ですので，ちょうど35年たって，５年先，10年もはかかっても

らったら困るんですけどね，その県道の拡幅については。５年先，10年先を見据え

て，さらにはこの地方創生，かつうら創生の６次産業化を推し進めるに当たって，さ

らには農家の所得，新たな加工施設をつくることによって，また雇用も生まれるって

いう部分も考えれば，今から検討って言い方ってちょっと曖昧なんで，具体的にそう

いった将来的な計画を立てていく時期に来とんでないんかなって，私は思ってます。

さらには，やっぱり機能を充実することによって，今以上の多品目な加工品の製造も

可能になりますし，ここでちょっとあわせて，次の道の駅の部分になるんですけれど

も，私自身理想は道の駅にひっつけて，道の駅に出されている農家さんとかも，そこ

を気軽に利用して，やっぱり一体となった施設整備も必要なんかなって思ってます。 

 これを言うたら，ちょっと話ごじゃごじゃになるんで，まずこの部分までで，町

長，今話聞いて，そういった時期来とん違うかなって私自身感じてるんですよ。町

長，そんなに積極的な答弁以前はいただけてませんでした。まだ当時は，年数もたっ

てなかって，10年ほど前だったんで，そこまで具体的な話になってなかったんですけ

ど，今こういった課題が浮き彫りになる中で，一回そういった将来に対する夢を描け

る施設っていうのをつくってみる思いっちゅうんありませんか。ちょっと感想を聞か

せてください。お願いします。 

○議長（篰 公一君） 中田町長。 

○町長（中田丑五郎君） ６次産業化から派生をした加工の施設の利用といいます

か，勝浦町６次産業の製品ほとんど他のところへ出して加工されております。少し話

をしますと，ストレートジュースを出されたときに，地元の中角のみかん農家の人が

一生懸命に有効活用を図って，収益も上げていきたいというふうな中で，そこで相談

をしたのがキンキサイン，それと吉野の酢造さんにも相談したんです。ロットの関係

があって，なかなかみかんだったら詰まるからだめだとか。 

 私が，話変わりますけども，そうした地元の企業とタイアップできないんかとか，
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例えばまた連携をしております四国大学のそうしたところとも連携ができないかと。

それによって，相乗的にお互いに，勝浦町もＰＲもできるし，その学校といいます

か，その企業もＰＲができるので，そのほうが今回議員が提案されておりますので，

少し視点を変えながら，同じことよりも，少し考え方変えていこうかなというような

ことで，少し提案をさせていただいております。 

 それと，農村の横瀬にある改善センター，それと農村の婦人の家，たしかこのとき

は，１つにしようという話は議員から提案されておりましたけども，やはりそれぞれ

地元の人の考え方があって，なかなか２つを１つにするわけにはいかんわと。その利

便性っていうんですか，婦人の家にしても，大変便利な施設であるということを強調

されたような経緯があって，なかなか１つにまとまらなかったという経緯がございま

す。ただ，県道が広がることによって少し変わってくるんであれば，それも含めて考

えていきたいなとは思っておりますけども，いずれにしましても，議員，事前の通

告，余りそこまではなかったもんで，話が非常に大きな話になってきますので。 

 それともう一つ，先ほど提案いただきました道の駅の周辺整備，それも道の駅を有

効活用し，多くの人が利用しやすい場所にあるのかなという思いからしますと，非常

にいい話かなという思いがいたしております。ただ，面積的なこともありますので，

今すぐどうこうというようなことでなしに，総合的に判断が必要でないかと思っても

おります。 

 以上でございます。 

○議長（篰 公一君） 松田議員。 

○５番（松田貴志君） 農村婦人の家っていうのの設置目的を考えれば，農村婦人の

環境の改善とかね，その中でやっぱり所得の向上，環境改善センターにおいても，や

はり同じような目的。農村婦人という部分が外れただけであって，同じような目的で

建てられていると思うんです。現状において，その所得の向上においては，なかなか

目的は達成されていない状況はあるんかなと思うんです。何でかって言うたら，そこ

でつくった部分は販売できんのです。実際，それ販売しよるかしよらんかは置いとい

て，できんのです。そこで加工しちゃあいかんのです。やっぱりせっかく施設整備す

るんだったら，より農業従事者の方が所得として反映できるような，保健所の許可を

しっかり取った施設をすることによって，さらに利便性，さらには有効活用という面
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においても，相乗効果が発揮できるんでないんかなって，ここは想像にかたくないと

思うんです。私の想像力がちょっと行き過ぎとんかな，どんなんかな。ほなけん，結

局先ほど町長，ここね……。 

 通告表になかったとはいえ，一応６次産業化の部分の地方創生の中には，先ほども

言いましたけれども，こういった施設の整備も検討していくべきっていう部分は載せ

られているんで，やはりこういった視点で考えて，町長も総合的には判断するとは言

いながらも，その総合的の中身がいまいち見えてこんのです。実際，目的は何なんな

って。ほんまに農業従事者の所得を上げるんが目的なんか。さらには，現状のままそ

れなりの利用率で，自分くの家の自己消費のための加工品をするために，それを使う

ために，また餅投げ等のお餅の製造とか，いろいろ利用実績はあると思うんですけ

ど，そういったままで２カ所に人を張りつけて置いとくんがええんか，１カ所に集約

して，より機能的な施設にするのがええんか。さらには，間違いなく将来的には婦人

の家の機能は低下するんですよ。駐車場の部分もそうですし，建物も一部そういった

部分，多少影響を受けると思うんです。そのあたりを具体的に年次計画として考えて

いく時期に来とんでないかっていう部分をちょっと伝えたかったんです。この後にも

続きますので，この点はちょっと置いときます。 

 先ほども少し述べましたが，道の駅の周辺整備にちょっと移らせてもらいます。 

 道の駅の周辺整備については，この間の活性化センターの話の中で，駐車場も少な

くなってきてるんでないかっていう点と，やはり当初の道の駅の設置に関する検討委

員会の中で，いろんな人が寄って，もっと夢のある，人が集うような周辺整備のプラ

ンちゅうんがあったと思うんです。そこらあたりは何ひとつ実現されていないまま現

状に至っているのかなって思います。特に，道の駅に関しては，やっぱり販売力が弱

い。特に，道の駅の物産品の販売スペースが手狭であることによって，やはり商品展

開に限りがあるんです。売るほうからしたら，はっきり言って売りにくい場所と思い

ます。それ以上に販売を上げていくっていう部分もやっぱり難しいことと思います

し，さらにはちょっとタイミングよく今月の18日の建通新聞で，道の駅が防災拠点と

して県が新たな整備をするということで，災害対応トイレを４基，また地下埋設型飲

料水用貯水槽を設けて，またＬＥＤ照明を設けて，非常用電源として太陽光モジュー

ル，さらには蓄電システムの10キロワット，また防災倉庫も設置する予定目的で，今
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設計を発注してます。これに合わせて，少し担当と話をさせてもうたんですけど，ま

ず１つ反映させてほしいのは，今回の県の事業の目的としたら，やっぱり海岸沿い，

せやけん津波の被害を受ける，南海トラフ巨大地震において津波の被害を受ける沿岸

部の方々が避難したときに，やはりそこを防災拠点として機能させていきたいんじゃ

ないかなって，こう想像できるんです。さらには，機能的にするには，現在あっこっ

て浸水地帯なんです。一部道の駅でも水がつかる部分があって，今度県の設計段階で

町にも相談あると思いますけれども，やはり多少かさ上げをして，こういった施設も

設置する必要もあるんかなっていうこと，これについては県の事業なんで，そのとき

が来たら町としての思いも伝えてほしいんですけれども，今回県もこういった形で防

災拠点として道の駅も整備します。さらには，以前から要望のある公園の整備等も，

あそこに整備することによって，本来のあの道の駅の機能っていうのを最大化させ

る。道の駅も整備されて，今以上の集客，さらには交流拠点としての機能を発揮させ

るためにも，周辺整備っていうのをいま一度考えていく必要があるんかなって。道の

駅の経営に関しても，６年たったんかな，ちょうど，2011年に。６年過ぎて，ある程

度どれぐらいの予算規模の売り上げができるか，集客ができるかっていう見込みは立

ってきたと思うんです。これからさらに事業計画立てる中で，やっぱり周辺整備もと

もに考えていく必要があるのかなと思いますので，今回４期目を表明する中で，やは

り町長肝いりの道の駅っていう部分をさらに発展させるためにも，この周辺整備って

いうのをいま一度原点に立ち返って考えていく時期に来とんでないんかなって，私自

身感じてます。町長自身も思いがあると思いますので，この点に関して，これからの

道の駅の将来像について町長の思いをお聞かせいただけますか。お願いします。 

○議長（篰 公一君） 中田町長。 

○町長（中田丑五郎君） 道の駅につきましては，23年３月12日に記念すべき開駅を

したところでもございます。そうしたことで，生名地区で……。それだけでなしに，

それにとっても大きな核となる産業・文化の交流の拠点ができたというようなことで

ございまして，よかったなと，今もってまだ思っております。あの施設が現実になか

ったら，周辺はどうなっていたのかなという思いもいたしておりまして，非常に多く

の施設が入り，また勝浦桜祭りも大きな発展を遂げて，ますますインバウンド，台湾

からも桜見物に来てしてくれる，来年４月４日来られるということは，ほぼ確定をい
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たしております。そうしたことからすると，大きな効果が出てる施設でございます。

さらに，そうしたことで周辺整備も，優良農地でございますので，一体的な整備をし

ていかなければ，浸水地帯にもあるというようなことも合わせまして，総合的に判断

する中で，しっかりとした計画のもとに，将来を見据えたような施設づくりをしてい

かなければならないと。もちろん地元の議員初め，多くの関係者の方々に意見を聞く

なりして，対応していきたいなというのが本音のところでございます。 

○議長（篰 公一君） 松田議員。 

○５番（松田貴志君） 地元議員を差しおいて提案するのもどうかなと思いましたけ

れども，実際浸水地帯の部分で，今回活性化センターができるに当たって，やはり南

側の部分，活性化センターから見て南側の部分がちょっと空白地帯になっとんです。

やはり桜並木にかけて一体的に整備することによって景観的にもよくなると思います

し，災害時にもそこをかさ上げすることによって，より機能的な道の駅の防災拠点と

しての部分も確保されるんでないんかなと思います。 

 もう一度ちょっとお聞きしますね。 

 何か町長の答弁いつも曖昧なんで，実際将来に向けて，今……。もう一回行きま

す。 

 いま一度周辺整備っていうのをするべきと思うし，しっかりと計画立てて進めてい

ってほしい。もちろん財源も必要ですし，地権者の方の理解も必要です。そこらあた

りも踏まえて，具体的にそういった，する思いがあるのかどうかという部分，もう一

度ちょっとお聞かせください。お願いします。 

○議長（篰 公一君） 中田町長。 

○町長（中田丑五郎君） 別にごまかしとるわけでもないし，思いは強く持っており

ます。先ほども申し上げましたように，特に道の駅につきましては，その思い入れは

非常に強いものがございます。現在，中心地として発展していることも，大変私もよ

かったなと。もう一つ言やあ，先見があったのかなという思いもいたしております。

県下で15番目の道の駅として，その後全然道の駅はできておりません，勝浦ができて

以後です。それほどの大変な作業もされて，地元の方の協力があればこその大きな成

果だと私自身も思っておりますし，よかったなということでございます。当然，規模

が大きくなって，交流人口も２割アップと。鶴林寺もあるし，勝浦町にとっては中心
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的なところにもあるし，イベントも年間通じていろんなイベントができる，すばらし

い場所にもなっておりますので，周辺整備につきましては，絵を描いてやりたい気持

ちは十分持っております。これ以上，具体的にやるとかやらんとかでなしに，やるつ

もりはありますけども，しかし私にも限られた時間しか，今のところはですよ。そう

いう答弁でございます。 

 以上でございます。 

○議長（篰 公一君） 松田議員。 

○５番（松田貴志君） 後に出てくるであろう，町長の選挙公約集を楽しみにしてお

きたいと思います。 

 加えて言えば，その先見の何とかっていうんは要らんかったかなって，そこらあた

りは謙虚さも必要でないんかなって，ちょっと思いました。済いません，偉そうな口

調でごめんなさい。 

 それでは，この点に関して……。ごめんなさいね，町長に聞いて。 

 道の駅の周辺整備に関して，これで置きたいと思います。 

 残り30分となりましたので，進めていきたいと思います。 

 ごめんなさい，情報発信については，昨日来の一般質問の中で，副町長，また総務

課長から前向きな答弁が出ていました。ここは，情報発信に関しての町長の号令一つ

にかかっていると思うんです。さらには，町長がすることによって，職員に対して，

町長がそう言うんやったら，自分やはもっと頑張らなあかんなって思わす努力も必要

なんかなと思いますので，一言だけ，町長，情報発信について，広い意味でね，いろ

んなことに関しての情報発信について，町長のお考え聞かせてください。お願いしま

す。 

○議長（篰 公一君） 中田町長。 

○町長（中田丑五郎君） 情報発信と情報共有は非常に重要であるというような言葉

で，本気でやるつもりがあるのかと，そこまで言われておりまして，非常に叱咤激励

されてるような思いでございます。この点につきましては，私も，十分フェイスブッ

ク，ツイッター等の知識は，はっきり言って，余りございません。きのうも，孫に少

しちょっと松田議員のところを開けさせてみました。これはなかなか大変だなと，私

にとってはです。これはなかなか，ほかの議員もおりましたけども，おりましたって
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いうよりも，ありましたけども，なかなか大変だなと。この点については，余り言葉

ばかりで，検討しますとか，やっていきますとかと言うんじゃなしに，しっかりと勉

強もさせてもらって，少し時間をいただいて，効果のあるものにぜひともやっていき

たいなというのが，きのう松田議員のフェイスブックの見た感想といいますか，私も

やらなんだらいかんのかなという思いが強くしたところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（篰 公一君） 松田議員。 

○５番（松田貴志君） まさか，町長に見られると思うてなかったんで，現職の出馬

表面云々の記述を読まれてないことを祈ります。 

 次に参ります。次に参りますやなしに，町長，そういったきっかけでいいんです。

一つ一つ何かしら触れることによって身についていくことと思いますし，できること

から１つずつ始めてください。前から，町長，そうは言うてくれてますけれども，何

で今回あえてああいうふうなちょっと強めの書き方をさせてもうたかと言うたら，や

っぱりできてないけん，やっぱり言わせてもらいました。だから，副町長も，今兼務

されてます。ほんで，その中で，これからどんどん積極的に発信していくという旨，

きのうも答弁いただきましたんで，引き継ぎの部分はしっかりとしてくださいね，次

に向いては。さらには，やっぱり上の立場からしっかりと指導してください。町長は

町長で，自分から範を示すっていう部分では努力してください。これは期待しておき

ますので，お願いします。 

 次に行きます。 

 宅地造成について，きょうの新聞の部分に載ってましたけど，ちょっと不明な部分

がありましたので，建設課長に確認だけしたいと思います。 

 私自身，今回のこの宅地造成については，28年度の分は２区画残ってます。これに

ついて，２区画残る中で，その反省点も踏まえながら，この29年度事業は同時並行的

に進めてほしいなっていう思いを持ってます。きのうの町長の答弁では，予算の選定

はするという部分，新聞にも書かれてました。もう一度担当課長のほうから，そのタ

イムスケジュールでいいのかどうか，確認をお願いします。 

○議長（篰 公一君） 柳澤建設課長。 

○建設課長（柳澤裕之君） たしか，新聞によりますと，年内ということで，町長か
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ら一応このことについては指示受けておりますのは，やはり残り２区画につきまして

は，早々に売却できるように努力をして，７月末を一応締め切って，それ以降につい

ては業者さんにお願いするなりするんを検討するというふうな方向でございます。 

 それで，平成29年度の売るものについては，既に町内のエリアをいろいろ探って，

場所をいろいろ探っております。それで，早い時期に用地の狙い目をつけて，買収な

りの交渉に入っていきたいなというふうな感じにはおります。 

 以上です。 

○議長（篰 公一君） 松田議員。 

○５番（松田貴志君） 進めていくということでいいですね。 

 その中で，きのう気になった点がありました。本来，この28年度の予算で行われた

事業については，目的としては，人口の遍在の部分の解消も一つの目的だったと思う

んです。今回，29年度においては，そこに限定することなく，全町的にっていう，き

のう説明だったと思うんです。しかしながら，現状においては，当初の目的は達成さ

れてないと思うんです，遍在を解消するという目的。せやけん，２区画できたけんえ

えというわけでなし，やはりもっともっとふやすべきと思います。その理由として，

きのうの答弁では，場所云々っていう部分があったんです。私自身，町長も多分思い

を持っておられると思いますけども，あの場所，とてもいいと思うんです。私は，売

り方，販売の戦略の失敗と思うてます。そこをしっかりと反省して，やっぱり業者に

任せるところは任せてすることによって，そこの枠は外すべきでないんかなって思い

ます。もう一回29年度においても，横瀬地区において，当初の目的である人口遍在を

解消するために，この枠を外すべきでないって，私は思うんです。町長は，きのう答

弁では，広くというものをおっしゃいましたけど，どうも当初の目的はどうなったん

だっていうちょっと思いがあるんです。そんな簡単に当初の目的諦めてええんかなっ

ていうんがあったんで，ちょっともう一度町長のお考え聞かせていただけますか。お

願いします。 

○議長（篰 公一君） 中田町長。 

○町長（中田丑五郎君） 昨日答弁をさせていただきました，そのとおりでございま

して，投資をするわけでございますので，やはり宅地造成をして分譲することも非常

に効果が出るわけでございます。町全体の考え方からですよ。横瀬が，非常に子供の



- 173 - 

数も少ないというようなことで，生比奈小学校から比べると，50人近く少ないという

ことからしますと，非常に遍在は著しいところもございますけども，やはり初期は４

区画で売り出しまして２区画残ったということでございますので，幅広く調査研究す

る中で，取り組んでいきたいと。 

 余り場所を限定すると，無理もされるところもありますので，今の場所以外に，あ

れ以上の場所があるのかどうかっていうことも，今以上にいい場所があればいいんで

すけども，今の場所は，かなり私は横瀬地区ではランクづけするとＡクラスに近い立

地条件のところにあるということでございます。それを超してまでできるような場所

があるのかどうか，それも調査ということで考えさせていただきたいと。 

 いずれにしましても，分譲して住んでいただいて，ぜひとも町民になっていただい

てというのが，ほんで小さい子供がおったら小学校へ入って，地域の活性化に多きに

役立っていただきたいという思いもいたしておりますので，いろいろ申し上げました

けども，思いは，そういうことでございます。 

○議長（篰 公一君） 松田議員。 

○５番（松田貴志君） 確かに，行政を回していく立場からしたら，なかなか具体的

な販売予定がつかない場所に，特に実績として販売されていない，実績が上がってい

ない場所に新たに宅地造成をするのは，行政判断として難しい部分もあるかもしれま

せんけれど，やっぱりさっきも言いましたけれども，今回は売り方の失敗です。間違

いありません。さらに，現状においても，ＰＲしているようで，なかなかＰＲもでき

ていません。確かに，「なんと」さんっていうフリーペーパーに広告出しまして，応

募もされてますが，ごめんなさいね，こまい話やけど，ホームページ見てくださいね

って言うても，ホームページに行っても，すぐ見れんのですよ。たまに，トップペー

ジにちらっと分譲も出てきても，結局分譲のページがどこにあるかって，探しに行か

なあかんのです。そういったやり方では，それは興味があっても，一歩踏み出せんの

です。そこらあたりは，情報発信の部分で，これからいろいろ工夫していってほしい

と思います。 

 もう一度言いますけれども，今回のこの宅地造成，特に28年度分については，売り

方の失敗と思います。業者にアドバイスも聞きながら，29年度においては，もう一

回，これは要望でいいです，もう一回人口遍在を解消するという目的は，やはり通し
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てほしい。この点については，まだ事業化については先の話になると思いますので，

また機会を持って，意見，提言していきたいと思いますので，ここの一線ちゅうんは

譲らんとってほしいなって思います。これは，私が横瀬地区に住んでいるかどうこう

でなしに，やっぱり全町的に見て，そこはやっぱり譲るべきでないんかなって思いま

すので，よろしくお願いします。 

 ちょっと時間押しておりますので，先に言うときますけれども，教育委員会関係の

阿南方面通学バスについて，ちょっと入れんかもわかりません。これについては，あ

した10番議員が質問を予定しておりますので，あえてお任せするんもいいかなと思い

ますので，もし行けなかった場合は，ご容赦ください。お願いします。 

○議長（篰 公一君） 小休します。 

            午後４時03分 休憩 

            午後４時04分 再開 

○議長（篰 公一君） 再開します。 

○５番（松田貴志君） ごめんなさい。ちょっと，きょう朝ばたばたしとって，いつ

もどおりまとまりに欠けますが，次に参ります。 

 教育環境の充実をという部分についてであります。この点に関して，まず町長と教

育長にお尋ねいたします。 

 高校進学時には，通学区制度というものがあります。この点に関して，ＰＴＡ等か

ら要望活動があり，町長，また教育長ともに，それぞれの立場で動かれていると思い

ます。まず，一緒にでもいいです，この通学区制度に対する思い，感想と，それを受

けてそれぞれの立場でどのような行動を起こされたのか，それについてお願いしたい

と思います。 

○議長（篰 公一君） 学区制で。 

○５番（松田貴志君） はい，学区制です，通学区制。 

○議長（篰 公一君） 椎野教育長。 

○教育長（椎野和幸君） ただいま松田議員のほうから，徳島県内における公立高等

学校の進学に関する学区制度ということで，普通科高校の学区制度のご質問をいただ

きました。十分ご案内であろうかと思いますが，確認の意味で少し述べていきたいと

いうふうに思います。 
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 徳島県内，大きく３つに分かれております。１，２，３学区があります。１が，小

松島，勝浦以南佐那河内から南，それから２が，鳴門から三好までの西北，３が徳島

市内に分かれて，それぞれ普通科高校について学区制限を設けております。 

 それから，中高一貫校ですね，西から言いますと，川島，城ノ内，それから富岡

東，これについては全県一区であります。さらに，合区といいまして，徳島市内の周

辺地については，３区の徳島市内とみなすという合区という制度があります。 

 そういった中で，勝浦町は１区の県南地区の高等学校ということで，小松島高校，

富岡西高等学校，那賀高校，それと海部高校，この３校が普通科高校としての対象校

になります。ですから徳島市内の高等学校については区域外ということで，区域外の

許可制限の中で受験を受けなければならないということで，門戸が狭くなっておると

いうことになっております。 

 昔々には，総合選抜とか，いろんな制度があったんですけれども，ずっと改革をし

てくる中で，今こういう状況に落ちついております。そういった中で，教育委員会か

ら教育委員会という形で，県の教育委員会のほうに申し出をさせていただいておるの

が，合区を解消してほしい，解消ができないのであれば，せめて隣町のように，徳島

市への合区の扱いができないかという申し出をしております。県の教育委員会のほう

からいただいております回答については，今のところ再編が随分と進んでまいりまし

て，最終段階に来てます。今年度，池田高校が辻，三好を合併しました。来年度，阿

南光高校が阿南工業と新野高校の間でできる予定になっております。多分それが最終

なのかなというふうに思ってますが，そういった高校再編をしておるので，学区制の

全面的見直しについては，ここしばらくはできないということでありましたので，先

ほどご案内したとおりであれば，合区扱いとするところを教育委員会として要望をし

ておるということであります。 

 以上です。 

○議長（篰 公一君） 中田町長。 

○町長（中田丑五郎君） 高校進学時の学区の撤廃をというふうなことで，その点に

ついても，今教育長のほうから説明しましたんで，私から詳細は申し上げませんの

で。ただ，平成28年５月に市町村長会議がございました。会議におきまして，徳島市

の高校にも進学することができるように選択肢の幅を広げてほしいと，教育長なり，
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美馬教育長，そして知事にも要望したところでもございます。明確な答弁はいただい

てなかった，聞いていただいたというようなことであります。また，29年５月，１年

後の同じ知事の市町村長会議におきましても，県立高等学校の全日制における普通科

の通学区域の見直しについてというようなことで，学区制がしっかりできることか

ら，志望校の選択に対して一定の制約が生じていると，行きたいところに行きにくく

なっているというふうなことで，強く要望もしております。その点については，先ほ

ど学区の再編もございますので，明確な県からは答えはいただいていないところでも

ございますけども，知事もおるところ，そして教育長がおる場所でお話しすること

が，やはり事情が一番伝えやすいんかなという思いから質問をさせていただいている

ところでもございます。 

 以上でございます。 

○議長（篰 公一君） 松田議員。 

○５番（松田貴志君） それぞれの立場でそれぞれ取り組んでこられた要望活動等の

説明ありましたけれども，今回，特に今かつうら創生ということで総合戦略を推進し

ている中で，残念ながら中学校を進学時に進学先の確保であろう転校っていう部分が

若干見受けられる現状はあると思うんです。さらには，これから勝浦町を選択してく

れるであろう町外の方に対して，高校の進学の公平性，さらには少しでも選択肢が広

がるような環境の整備っていうものを重く感じておられるからこそ，教育長も町長も

それぞれの立場で行動をされているのかなって思ってるんです。これから，私自身も

子供が成長する中で，自分自身が学生のときに感じていた，そういった不公平感をそ

のまま置いておくのは，こういった立場で活動させてもらっていることから，やっぱ

りいかんのんではないかなって思います。今行政を預かっている立場の町長，教育

長，さらにはこういった部分で意見をできる議員として，今この勝浦町の中学校の生

徒が，特に市内の生徒，市内周辺の生徒と同じ土俵で高校進学の選択権を与えられて

いないという部分においては，やっぱりもっともっと強く町として声を上げていくべ

きなんかなって思います。町長に関しては，特に知事との懇話会において，ことし，

また昨年と引き続き意見をしていただいておるようですが，なかなか議事録に残る議

論なのか，はたまた行政文書として要望を出して，それに対する答えが返ってきてい

るような状況ではないと思うんです。ここは，やはり周辺の市町村調べればという
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か，想像はつきますが，同じような悩みを抱えている自治体はあると思うんです。特

に，そういった高校の進学を前に隣接地に引っ越していくという部分においては，特

に鳴門市とかは，同じような思いを持ってるんでないかなって思います，あそこもど

うしても校区外なんで。そういった同じ悩みを抱えている自治体と連携をして，ある

程度一自治体として動くんでなしに，やっぱりタッグを組んで，県に対しても要望活

動を継続していく必要があると思うんです。町長自身も認識されておられると思いま

す。 

 さらには，これを一歩一歩進める必要があると思うんです。教育長おっしゃったよ

うに，いきなり廃止ちゅうんは難しいかもわからんけんど，少しでも今８％の枠を与

えられておりますけれども，その枠の拡大を着地点として持っていくか，さらには教

育長おっしゃったような合区としての着地点を持っていくかという部分については行

政の判断やし，行政で動くべきなんかなっちゅう分があるんで，ここは最後に，町長

ね，これからの子供のためにも，将来の勝浦のためにも，やっぱりこの不公平感はな

くすべきと思うし，その思いは，今も伝えられてはおりますけれども，耳が痛いぐら

い，副町長とともに，せっかく県の職員をされてた方が勝浦町に来て，地域の実情も

わかっている，副町長自身は，周辺部の出身なんで，そこらあたりの思いも感じてお

られると思います。やはり行政，教育委員会，また議会も，また勝浦町一体となっ

て，このような部分，さらにはＰＴＡ，直接かかわっているＰＴＡも踏まえて，しっ

かりと県に対して要望を持っていけるような体制を組んでいきませんか。ＰＴＡ自体

は，そのつもりであるし，どんどん動いてますよね。さらには，県会議員も巻き込ん

で，これはすべき時期に来ていると思うし，どんどんもっともっと新聞紙上にその要

望活動が載るぐらいの活動をすべきと思うんです。これから町長も意欲を持って，さ

らに勝浦町のかじ取りを担おうっていう決意をされているようですし，もう一段，も

う一歩踏み込んで，この点に関してちょっと努力，私たちも協力しますので，してい

きませんか。最後に，ちょっと決意だけお聞かせください。お願いします。 

○議長（篰 公一君） 中田町長。 

○町長（中田丑五郎君） この点につきましては，先ほども申し上げましたように，

要望というよりも，強い陳情的な，事前に議会と同じように質問書を出しております

ので，質問の趣旨を伝えてある話でございまして，明確な答え，できる限りの答えを
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いただいているようなところでもございます。記録としては残していただいていると

ころでもございますので，この点については，勝浦にとっては徳島市に行くことによ

っての市内通学する方も多くなるだろうと思っておりますし，不便さが解消されると

いうようなことから，一生懸命に，その点については，今後とも要望はしていきたい

というふうに思っておりますので，どうかともに頑張っていただきますようにお願い

を申し上げる次第でございます。 

 以上でございます。 

○５番（松田貴志君） ちょっと小休。 

○議長（篰 公一君） 小休します。 

            午後４時17分 休憩 

            午後４時17分 再開 

○議長（篰 公一君） 再開します。 

 松田議員。 

○５番（松田貴志君） 結局は，どこに着地点を見出すかという部分をしっかりと想

像する中で話を進めていかなんだら，受けるほうは受けるほうで，県の教育委員会，

また市の教育委員会も，ともに理論武装しとうと思うんです。周辺市町村はそうは言

うけど，やっぱり受験戦争の激化があかんとか，市内の生徒が遠隔地への通学を余儀

なくされるとか，いろいろやっぱり言うてくると思うんです。そこらあたりは，この

実情も踏まえて，さらには学区間の入学生徒の数とかも，いろんな部分を数字的な部

分も拾いながら，こちらはこっちで理論武装して要望を上げていかなんだら，思いだ

けでは伝わらんと思うし，実際の具体的な数字も上げながら，これから要望活動をし

ていきませんか。今後，私は親の立場でどんどん協力させてもらいます。また，議員

としても協力させてもらいますので，よろしくお願いします。 

○町長（中田丑五郎君） ただお願いしますだけでは話になりませんので。 

○５番（松田貴志君） ほな，次に行きます。 

 部活動指導員制度への対応はということでございます。 

 聞きなれない言葉とは思いますけれども，この点に関しては，この４月から制度化

されております。特に目的としては，教職員の負担の軽減，さらには競技力の向上，

この２点が一番の目的であると私自身感じております。現状において，時間もありま



- 179 - 

せんので，教育長にまとめてお尋ねいたします。 

 聞いていけるよね。スムーズなほうで，まとめてお聞きします。 

 現状，この部活動指導員の取り組みに関して，勝浦町としてどのように進んでいる

のか，さらには今後の課題もあわせてちょっとお答えいただきたいと思います。お願

いします。 

○議長（篰 公一君） 椎野教育長。 

○教育長（椎野和幸君） 言葉が足りないところが出てこようかとは思いますが，類

推をお願いをいたします。 

 部活の指導員制度への対応，それから勝浦町での課題というご質問でなかったかと

思います。 

 今ご案内のとおりで，ことしの４月１日の法の施行を受けまして，勝浦町教育委員

会といたしましては，学校との間における情報収集，それから意見吸収等々について

事務局長を介してやっております。県内まず全体の動きといたしまして，一部の競技

において，旧制度ですね，今までの外部コーチという旧制度を登録して，現地入りを

認めておるという競技があることについては承知をしておるところでありますが，新

法での活動につきましては承知しておらないのが，現在持つ情報であります。 

 法の期待するところの議員ご提案の件につきましては，いずれも認識をしておると

ころではあります。よって，これから日本体育協会，来年か再来年名前を変えるそう

ですけれども，日体協はもちろんのこと，徳島県の中学校の体育連盟，中体連です

ね，それから県内全体の動き，こういったものを見ながら対応したいというのが，今

の教育委員会の考えでございますので，その点については深いご理解をいただければ

なというふうに思います。 

 なお，スポーツの専門指導員をというご意向がお持ちのようでございますので，そ

れにつきましても少し触れてみたいと思います。 

 スポーツの専門指導員を雇い，Ｋ－Ｆｒｉｅｎｄｓあたりでうまく活用できないか

というふうなことが事前の議員からのヒアリングというか，打ち合わせの中でご提案

をいただきました。町といたしましては，我が町のクラブでありますＫ－Ｆｒｉｅｎ

ｄｓにつきまして，しっかりとした団体になってほしいという面で，あらゆる角度か

ら支援をしてきておるところであります。そういった意味で，クラブの強化という本
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来の意味から行きますと，Ｋ－Ｆｒｉｅｎｄｓの中でしっかりと組織を強化していた

だいて，人員，人材も育てていただいて，逆にＫ－Ｆｒｉｅｎｄｓのほうから町内の

子供たちを巻き込んだ活動をしていただけるとありがたいなというのが，私が今思っ

ておるところであります。 

 それから，課題についてでありますけれども，まず人材面で，指導員は教育活動の

一環として，部活動の顧問になり得るということから，教育的配慮のみならず，生活

指導や安全管理面での能力発揮が問われております。ということから，人材面では相

当な人選が必要でなかろうかというふうに思われているところであります。 

 学校の設置者，すなわち教育委員会としましては，指導員に係る身分，それから職

務，勤務形態，報酬，それから解職等を定める規則などにつきまして整備をする必要

があります。また，教育委員会及び学校につきましては，指導員に対して部活動の位

置づけや教育的意義，発達段階に応じた多角的指導，言動や体罰禁止等について，事

前の研修に加えて，定期的な研修を行うよう求められております。こういったところ

への対応というのが，導入する場合の課題でなかろうかというふうに思っておるとこ

ろであります。 

 以上です。 

○議長（篰 公一君） 松田議員。 

○５番（松田貴志君） 丁寧な説明ありがとうございました。 

 今の中で，やはり町としていつでもそれを運用できるだけの体制は整えていくべき

と思うんです。今触れられたような，やっぱり規則の部分においては，しっかりとで

きることと思うんです，事前に。そこは，やっぱりしてほしいし，さらに研修等につ

いても，今外部コーチとして来られている方も含めて，スポーツ推進委員，さらには

Ｋ－Ｆｒｉｅｎｄｓの指導員等，該当される方はおられると思うんです。そこらあた

りも想定しながら，研修等もしていく中で，教職員の負担軽減っていう部分もやっぱ

り捉えながら，さらには専門的な知識を持っての指導につなげていってほしいなと思

います。私，この点で一番大事なんは，やっぱり教職員の負担軽減と思います。せっ

かく校務支援システムを入れる中で，さらには教職員のそれで負担を軽減しようとさ

れている中で，相乗効果もそこで発揮されてくると思うんです。この点に関しては，

まだまだ４月から制度が始まったばっかりで，勝浦町的には現状では外部指導員とし
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ての取り扱いでとどまっていることと思いますけど，将来を見据えて，規則等の整備

も含めて進めていってほしいなと思いますので，これは私もスポーツに携わる立場で

すので，事あるごとにまたいろいろ議論していきたいと思いますので，よろしくお願

いします。 

 最後に移ります。 

 阿南方面の通学バスについて。 

 これについては，１点だけお聞きしたいと思います。 

 最後を絞りまして，町長に１点だけお聞きしたいと思います。 

 この阿南方面通学バスにおいては，熟尽会議等でいろいろと議論されてきました。

やっぱり今回私が問題提起する部分は，従来の３月議会で議決された予算以後，新た

に委託費として示されてきた，まだ議会には上がってきておりませんけれども，以後

上がってきた金額の部分において，阿南方面に通学されていない生徒との公平性につ

いて担保できるのかどうかっていう視点で，町長のお考えを聞かせてほしいんです。

町長の政治判断で，私は阿南方面の通学バスを残したいけん，これぐらいの予算は認

めてほしいっていう，その強い思いがあるんであれば，あとは議会がそれをあと判断

するだけの話と思いますし，さらには一つ提案なんですけれども，プラス阿南方面に

もこんだけ負担はしますけれども，ほかの地域に通学している人にも，今回美波町長

が提案されていたように，通学手段に対しての助成をすると，選挙公約，また選挙当

選されてからのインタビュー等でも触れられていましたけれども，ほかの通学手段を

とっている生徒さんにも補助をする，その部分において公平性を担保する。どういう

形で持っていこうとしておられますか。私自身，新たに出されてきた金額で公平性は

担保できていないと思いますんで，そこらあたりも考慮しながら，町長のお考え聞か

せてください。お願いします。 

○議長（篰 公一君） 中田町長。 

○町長（中田丑五郎君） 阿南方面の通学バスの件でございます。この点につきまし

ては，議員の皆様方にも大変ご迷惑をおかけをいたしておるところでもございます。 

 まず，この通学バスにつきましては，26年８月に保護者の皆様方に陳情書をもって

400人余りの署名を添えて，強い強い要望がございました。行きたい学校に行けるよ

うにという強い思いがございまして，こうした中で，将来を担う子供たちが不便だか
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らといって通えないことがあってはいけないという思いから決断をして，かなりいろ

いろ難しいところもございましたけども，ここまでこぎつけてきたことでございま

す。見通しの甘いところも，確かにございました。そうしたことを乗り越えてでも，

やはりやりたいのは，阿南市にバスを走らせて，子供たちが将来もこの勝浦に思いを

はせて，出ていっても帰ってきて，勝浦で住んでいただきたいという強い思いから，

私は決断したところでもございます。そうしたことで，今回いろいろ金額面の不公平

性というような話も出ておりますけども，そうしたことは乗り越えてでも，やはり通

学バスをぜひとも従来どおり走らせていただきたいというのが，私の考えでございま

すので，どうかよろしくお取り計らいをいただきますようにお願いを申し上げる次第

でございます。 

 以上でございます。 

○議長（篰 公一君） 町長，公平性に対してどう認識をしているか。 

○町長（中田丑五郎君） 金銭的に，金額から見ますと，当初考えとった額からしま

すと，なかなか厳しいかなというところはございます。詳細は，また教育長にも

……。 

○５番（松田貴志君） 違う違う，公平。 

○議長（篰 公一君） ちょっと待ってください。 

○５番（松田貴志君） 済いません，最後になると思いますので。 

○議長（篰 公一君） 松田議員。 

○５番（松田貴志君） この公平性っていう部分は，私は政治判断だと思っておりま

す。もちろん教育長にもその思いを伝える義務はあると思うんですけれども，全体

的，全町的な理解を得ないかんちゅう部分においては，やっぱり町長判断なんかなっ

て，私は思っているんです。だから，公平性は，これは担保できているのか。ほかの

通学圏に行っている子たちに対して，何でここまで出さなあかんのかっていう部分に

ついては，私自身議員として説明するにはちょっと苦しいんです。だったら，ほかの

部分にも何かできないかって，財源の分もあると思うんですけど，考えないかんのか

なって。それか，こちらをやめるんか。町長自身は，こちらは続けたい。頑張ってし

たい，続けたいって言うんでしょう。だけども，私は，現状の金額ではあかんと思う

んです。ちょっと理解は難しいと思います。だけども，町長が政治判断でそこはぜひ
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ともやりたいっていう部分を，思いを伝えることによって住民が理解したら，それは

それでいいと思うんです。だから，その思いをもう一度ちょっと，最後にお聞かせく

ださい。お願いします。 

○議長（篰 公一君） 中田町長。 

○町長（中田丑五郎君） この点については，不公平感をなくすという手法を通じ

て，町民の皆様方にも理解をしていただくことが必要であるという認識はしておりま

す。先ほど，議員から，ほかの人には補助をするとか，格差を，公平性の是正をする

ためには，そういうこともありますよというアドバイスをいただいたようなところで

もございますので，そうしたことも十分考えながら，今後とも対応していきたいとい

うふうに思っております。 

 以上でございます。 

○議長（篰 公一君） 松田議員。 

○５番（松田貴志君） 済いません。いつもながらに，まとまりのない質問になりま

した。ちょっと細かく質問できなかった部分，出馬表明の部分に関して，さらには阿

南方面の通学バスに関しては，あしたまた10番議員が詰めていただけると思いますの

で，期待しておきたいと思います。 

 これで私の若あゆ会議の一般質問を終わりたいと思います。 

 以上です。 

○議長（篰 公一君） 以上で５番議員松田貴志君の一般質問は終了いたしました。 

 本日の日程は全て終了いたしました。 

 本日はこれで散会といたします。 

 お疲れさんでした。 

            午後４時33分 散会 

 


